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鰐
夏
四
月
癸
酉
衛
侯
燈
卒

⑮
傭
は
な
い
。
（
名
を
書
い
て
い
る
の
は
）
五
た
び
同
盟
し
た
（
か

ら
で
あ
る
）
。

附
二
十
三
年
の
偲
文
に
「
凡
諸
侯
同
盟

あ
る
の
を
参
照
。

鰐
宋
蕩
伯
姫
来
逆
婦

⑮
偲
は
な
い
。
「
伯
姫
」
は
、
魯
の
女
で
、
宋
の
大
夫
の
蕩
氏
の
妻

と
な
っ
て
い
た
。
自
分
で
、
そ
の
子
の
た
め
に
（
魯
に
）
来
て
迎

死
則
赴
以
名

證
也
」
と

〔
儘
公
二
十
五
年
〕

鰐
二
十
有
五
年
春
王
正
月
丙
午
衛
侯
燈
滅
邪

⑮
衛
・
邪
は
同
じ
姫
姓
で
あ
る
。
親
戚
ど
う
し
で
滅
し
あ
っ
た
こ
と

を
に
く
む
か
ら
、
名
を
稲
し
て
罪
責
し
た
の
で
あ
る
。

附
下
の
傭
文
に
「
同
姓
也
故
名
」
と
あ
る
。

春
秋
経
傭
集
解
繹
稿
（
八
）

I

信
公
二
十
五
年
＼
二
十
八
年

え
た
の
で
あ
る
。
「
婦
」
と
稲
し
て
い
る
の
は
、
姑
が
い
る
と
い

う
表
現
で
あ
る
。
婦
人
が
覚
を
越
え
て
婦
を
迎
え
る
の
は
非
證
で

あ
る
か
ら
、
書
い
た
の
で
あ
る
。

附
公
羊
偲
文
に
「
宋
蕩
伯
姫
者
何
蕩
氏
之
母
也
（
中
略
）
其
稲
婦

何
有
姑
之
僻
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
穀
梁
偲
文
に
「
婦

人
既
嫁
不
鍮
覚
宋
蕩
伯
姫
来
逆
婦
非
正
也
其
日
婦
何
也

縁
姑
言
之
之
僻
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

翻
宋
殺
其
大
夫

⑮
偲
は
な
い
。
事
件
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
（
書
）
例
に
よ
れ

ば
、
（
殺
さ
れ
た
）
大
夫
に
罪
が
な
か
っ
た
か
ら
、
名
を
稲
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

附
文
公
七
年
の
偲
文
に
「
書
曰
宋
人
殺
其
大
夫
不
稲
名
衆
也

且
言
非
其
罪
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
不
稲
殺
者
及
死
者
名
殺
者

衆
故
名
不
可
知
死
者
無
罪
則
例
不
稲
名
」
と
あ
る
の
を
参

岩

本

憲

司
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翻
秋
楚
人
園
陳
納
頓
子
子
頓

⑮
頓
（
子
）
が
陳
に
お
わ
れ
て
楚
に
出
奔
し
た
か
ら
、
楚
が
陳
を
園

ん
で
頓
子
を
（
頓
に
）
送
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
遂
」
と
言
っ

て
い
な
い
の
は
、
―
つ
の
事
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の

で
あ
る
。
子
玉
が
「
人
」
と
稲
し
て
い
る
の
は
、
赴
告
に
従
っ
た

の
で
あ
る
。
頓
子
に
「
蹄
」
と
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
師
を
興
こ

し
て
送
り
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

附
注
の
「
頓
迫
於
陳
而
出
奔
楚
」
に
つ
い
て
は
、
二
十
三
年
の
偲
文

に
「
秋
楚
成
得
臣
帥
師
伐
陳
討
其
戴
於
宋
也
遂
取
焦
夷
城

頓
而
還
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
不
言
遂
明
一
事
也
」
に
つ
い
て
は
、
四
年
「
春
王
正
月

公
會
齊
侯
宋
公
陳
侯
衛
侯
鄭
伯
許
男
曹
伯
侵
察
察
潰
遂
伐
楚

次
干
陛
」
の
注
に
「
遂
雨
事
之
僻
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、

そ
の
附
も
参
照
。

注
の
「
子
玉
稲
人
従
告
」
に
つ
い
て
は
、
下
の
偲
文
に
「
楚
令

手
子
玉
追
秦
師
弗
及
遂
園
陳
納
頓
子
子
頓
」
と
あ
る
。

注
の
「
頓
子
不
言
蹄
輿
師
見
納
故
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く

『
繹
例
』
に
「
偲
稲
諸
侯
納
之
曰
蹄
今
鰹
諸
稲
納
者
皆
有
興

師
見
納
之
事
不
待
例
而
自
明
故
但
言
納
不
復
言
蹄
」
と
あ

る
。
な
お
、
成
公
十
八
年
の
傭
文
に
「
諸
侯
納
之
曰
蹄
」
と
あ
り
、

召＂。nH
 

霞
冬
十
有
二
月
癸
亥
公
會
衛
子
宮
慶
盟
子
洸

⑮
「
洸
」
は
、
魯
地
で
あ
る
。
衛
の
文
公
の
埋
葬
が
す
ん
で
い
る
の

に
、
成
公
が
爵
を
稲
し
て
い
な
い
の
は
、
（
成
公
は
）
父
の
逍
志

を
ひ
き
つ
ぎ
、
名
稲
を
さ
げ
て
、
未
成
君
（
の
稲
）
に
従
っ
た
か

ら
、
「
子
」
と
書
い
て
、
ほ
め
た
の
で
あ
る
。
宮
慶
が
氏
を
稲
し

て
い
な
い
の
は
、
族
を
賜
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

附
注
の
「
洸
魯
地
」
に
つ
い
て
は
、
旺
公
二
十
七
年
「
春
公
會
杞

伯
婚
子
洸
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
疏
に
は
「
八
年

盟
干
洸
杜
云
曹
地
三
十
一
年
魯
始
得
曹
田
此
時
不
得
廊
魯

地
注
誤
耳
」
と
あ
る
。

注
の
「
衛
文
公
既
葬
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』

に
「
文
公
欲
平
宮
於
魯
未
終
而
斃
故
衛
子
尋
父
之
志
魯
人

由
此
亦
脩
文
公
之
好
此
孝
子
之
至
感
而
人
情
之
所
篤
故
成
公

雖
已
免
喪
至
於
此
盟
會
降
以
在
喪
自
名
猶
武
王
伐
紺
稲
大

子
殺
故
鰹
随
而
書
子
偲
従
而
繹
之
曰
脩
文
公
之
好
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
證
記
』
曲
證
下
「
諸
侯
見
天
子
」
の

疏
に
「
服
虔
亦
云
明
不
失
子
道
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、

翻
葬
衛
文
公

⑮
偲
は
な
い
。

注
に
「
謂
諸
侯
以
言
語
告
請
而
納
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

(87) 
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圃
秦
伯
師
子
河
上

勤
王

⑮
(
「
勤
王
」
と
は
）
王
を
送
り
込
む
こ
と
に
つ
と
め
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

圃
諸
侯
信
之
且
大
義
也
縦
文
之
業
而
信
宣
於
諸
侯
今
為
可

芙
⑮
晉
の
文
侯
仇
は
、
平
王
の
侯
伯
と
な
り
、
周
室
を
輔
助
し
た
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
「
戦
文
之
業
」
の
拿
注
に
「
文
晉
文
侯
仇

平
王
東
遷
文
侯
輔
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
書
』
文

侯
之
命
の
個
孔
偲
に
「
平
王
命
為
侯
伯
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
使
卜
個
卜
之
曰
吉
遇
黄
帝
戦
子
阪
泉
之
兆

⑮
黄
帝
が
、
紳
農
の
後
裔
の
姜
氏
と
阪
泉
の
野
で
戦
っ
て
、
勝
っ
た
。

将
納
王

狐
個
言
於
晉
侯
曰

求
諸
侯

莫
如

圃
二
十
五
年
春
衛
人
伐
邪
二
證
従
國
子
巡
城

正
月
丙
午
衛
侯
燈
滅
邪
同
姓
也
故
名

披
殺
醐
子
莫
余
敢
止

⑮
あ
ざ
む
い
て
同
姓
を
滅
し
た
こ
と
を
恥
じ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら

ず
、
か
え
っ
て
、
功
績
を
器
に
銘
記
し
た
、
こ
と
を
に
く
ん
だ
の

で
あ
る
。

披
以
赴
外
殺
之

譜
至
為
銘
曰
余

九
年
の
偲
文
に
「
凡
在
喪
王
曰
小
童
公
侯
曰
子
」
と
あ
り
、

注
に
「
在
喪
未
葬
也
」
と
あ
る
。

〕
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
、
そ
の
際
の
兆
を
得
た
か
ら
、
吉
と
し
た
の
で
あ
る
。

附
『
史
記
』
五
帝
本
紀
に
「
軒
帳
之
時
紳
農
氏
世
衰
（
中
略
）
軒

戦
乃
修
徳
振
兵
（
中
略
）
以
典
炎
帝
戦
於
阪
泉
之
野
三
戦
然

後
得
其
志
」
と
あ
る
の
を
参
照
〔
な
お
、
そ
の
〈
集
解
〉
に
「
服

虔
曰
阪
泉
地
名
」
と
あ
る
〕
。
ま
た
、
『
國
語
』
晉
語
四
に
「
昔

少
典
要
干
有
嬌
氏
生
黄
帝
炎
―
帝
黄
帝
以
姫
水
成
炎
帝
以
姜

水
成
成
而
異
徳
故
黄
帝
為
姫
炎
帝
為
姜
二
帝
用
師
以
相

清
也
異
徳
之
故
也
」
と
あ
り
、
掌
注
に
「
買
侍
中
云
（
中
略
）

炎
帝
紳
農
也
（
中
略
）
昭
謂
紳
農
三
皇
也
在
黄
帝
前

黄
帝
滅
炎
―
帝
滅
其
子
孫
耳
明
非
紳
農
可
知
也
」
と
あ
る
の
を

参
照
。

圃
公
曰
吾
不
堪
也

⑮
文
公
は
、
自
分
が
こ
の
兆
に
あ
た
る
と
思
っ
た
か
ら
、
「
（
任
に
）

堪
え
ら
れ
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
射
曰
周
證
未
改
今
之
王
古
之
帝
也

⑮
周
の
徳
は
衰
え
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
命
が
ま
だ
改
ま
っ
て
い
な
い

か
ら
、
今
の
周
王
自
身
が
（
い
に
し
え
の
）
帝
の
兆
に
あ
た
る
の

で
あ
っ
て
、
晉
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

圃
公
曰
箆
之
箆
之
遇
大
有
一
―
―
―
―
―

⑮
下
が
乾
〔
三
〕
で
上
が
離
〔
―
―
-
〕
の
が
、
「
大
有
」

圃之瞑一――-＿＿

(88) 
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⑮
下
が
兌
〔
―
―
―
〕
で
上
が
離
〔
＿
一
＿
〕
の
が
、
「
瞑
」
〔
で
あ
る
。

「
大
有
」
の
九
三
〔
下
か
ら
三
番
目
の
こ
が
（
一
に
）
嬰
じ
て

「
映
」
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
曰
吉
遇
公
用
享
干
天
子
之
卦
也

⑮
〈
大
有
〉
の
九
三
の
反
僻
で
あ
る
。
三
は
三
公
で
あ
っ
て
（
陽
又

が
陽
位
に
い
る
か
ら
）
正
位
を
得
て
お
り
、
嬰
じ
て
兌
と
な
る
と
、

兌
は
説
〔
よ
ろ
こ
ぶ
〕
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
）
正
位
を
得
て
よ
ろ

こ
ぶ
か
ら
、
よ
く
王
に
も
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

朗
『
易
緯
乾
盤
度
』
に
「
六
位
之
設
皆
由
上
下
（
中
略
）
初
鯰
元

士
二
鯰
大
夫
三
霞
二
公
四
為
諸
侯
五
為
天
子
上
為
宗

廟
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
朱
嘉
『
周
易
本
義
』
に
「
九
三

居
下
之
上
公
侯
之
象
剛
而
得
正
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、

『
易
』
兌
卦
の
象
偲
及
び
説
卦
傭
に
「
兌
説
也
」
と
あ
る
の
を

参
照
。

圃
戦
克
而
王
饗
吉
執
大
焉

⑮
卜
も
箆
も
吉
に
か
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
且
是
卦
也

⑮
さ
ら
に
、
一
又
に
は
繋
げ
ず
、
二
卦
の
義
を
ま
と
め
て
言
お
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

圃
天
為
澤
以
嘗
日
天
子
降
心
以
逆
公
不
亦
可
乎

⑮
乾
は
天
で
あ
り
、
兌
は
澤
で
あ
る
〔
『
易
』
説
卦
偲
〕
。
乾
が
嬰
じ

て
兌
と
な
っ
て
、
上
の
離
に
あ
た
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
離

は
日
で
あ
る
〔
『
易
』
説
卦
傭
〕
。
天
に
あ
る
べ
き
日
が
、
光
を
た

れ
て
澤
に
あ
り
、
上
に
い
る
べ
き
天
子
が
、
心
を
よ
ろ
こ
ば
せ
で

下
に
い
る
の
は
‘
心
を
降
し
で
〔
へ
り
く
だ
っ
て
〕
公
を
迎
え
る

こ
と
の
象
で
あ
る
。

附
注
の
「
説
心
在
下
」
に
つ
い
て
は
、
上
の
注
に
「
兌
為
説
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
大
有
去
瞑
而
復
亦
其
所
也

⑮
〈
瞑
〉
の
卦
を
は
な
れ
、
〈
大
有
〉
に
も
ど
っ
て
考
え
て
み
て
も
、

や
は
り
、
天
子
が
心
を
降
す
こ
と
の
象
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
（
つ
ま
り
）
乾
は
尊
で
離
は
卑
で
あ
る
の
に
、
（
大
有
が
）

尊
〔
乾
〕
を
卑
〔
離
〕
の
下
に
降
し
て
い
る
の
も
、
や
は
り
、
そ

う
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
上
の
注
に
「
乾
下
離
上
大
有
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
侯
僻
秦
師
而
下

⑮
秦
の
師
を
こ
と
わ
っ
て
、
か
え
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
（
黄
河
の
）

流
れ
に
順
っ
た
か
ら
、
「
下
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圃
三
月
甲
辰
次
子
陽
奨
右
師
園
温

⑮
大
叔
が
温
に
い
た
か
ら
で
あ
る
。

附
二
十
四
年
の
傭
文
に
「
大
叔
以
陳
氏
居
干
温
」
と
あ
る
。

な
お
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
三
月
甲
辰
晉
乃
殺
兵
至
陽
奥
」
の
〈
集

解
〉
に
「
服
虔
曰
陽
奥
周
地
陽
邑
名
也
奨
仲
山
之
所

居
故
曰
陽
奨
」
と
あ
る
。

(89) 
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圃
左
師
逆
王

殺
之
干
限
城

圃
夏
四
月
丁
巳
王
入
干
王
城
取
大
叔
干
温

晉
侯
朝
王
王
饗
醜
命
之
宥

⑮
饗
證
を
行
な
っ
て
‘
龍
酒
を
設
け
た
う
え
に
、
さ
ら
に
、
お
く
り

も
の
を
し
て
、
歓
迎
の
氣
持
ち
を
補
助
し
た
の
で
あ
る
。
「
宥
」

は
、
助
で
あ
る
。

附
旺
公
十
八
年
の
偲
文
「
春
舗
公
晉
侯
朝
王
王
饗
醜
命
之
宥
」

の
注
に
「
王
之
観
撃
后
始
則
行
饗
證
先
置
龍
酒
示
不
忘
古

飲
宴
則
命
以
幣
物
宥
助
也
所
以
助
歓
敬
之
意
言
備

設
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
そ
の
附
も
参
照
。

圃
請
隧
弗
許

⑮
地
を
掘
っ
て
路
を
通
す
の
を
「
隧
」
と
い
い
、
王
の
葬
轄
で
あ
る
。

諸
侯
の
場
合
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
柩
を
か
け
て
（
ま
っ
す
ぐ
に
）

お
ろ
す
の
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
周
語
中
「
請
隧
焉
」
の
掌
注
に
「
買
侍
中
云
隧
王

之
葬
證
開
地
通
路
曰
隧
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
隠
公
元

年
の
偲
文
に
「
若
関
地
及
泉
隧
而
相
見
其
誰
曰
不
然
」
と
あ

り
、
注
に
「
隧
若
今
延
道
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
異
説
と

し
て
、
上
に
あ
げ
た
章
注
の
つ
づ
き
に
「
昭
謂
隧
六
隧
也

周
證
天
子
遠
郊
之
地
有
六
郷
則
六
軍
之
士
也
外
有
六
隧

掌
供
王
之
貢
賦
唯
天
子
有
隧
諸
侯
則
無
也
」
と
あ
る
。

戊
午

圃
曰
王
章
也

⑮
王
者
が
諸
侯
と
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
鄭
語
「
其
子
孫
未
嘗
不
章
」
の
章
注
に
「
章
顕
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
未
有
代
徳
而
有
二
王
亦
叔
父
之
所
悪
也
典
之
陽
奥
温
原
横

茅
之
田
晉
於
是
始
啓
南
陽

⑮
晉
の
山
の
南
、
黄
河
の
北
に
あ
っ
た
か
ら
、
「
南
陽
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

附
二
十
八
年
の
穀
梁
偲
文
に
「
水
北
為
陽
山
南
廊
陽
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

な
お
、
他
文
の
「
起
南
陽
」
の
「
起
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、

「
啓
」
に
改
め
る
。

圃
陽
奥
不
服
園
之
蒼
葛
呼
曰

⑮
「
蒼
葛
」
は
、
陽
奥
の
人
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
「
倉
葛
呼
曰
」
の
掌
注
に
「
倉
葛
陽
奥
人
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
注
の
「
奥
陽
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ

て
、
「
陽
奥
」
に
改
め
る
。

圃
徳
以
柔
中
國
刑
以
威
四
夷
宜
吾
不
敢
服
也

姻
其
伴
之
也
乃
出
其
民

⑮
土
地
だ
け
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
秋
秦
晉
伐
郡

此
誰
非
王
之
親
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R
「
都
」
は
、
商
密
に
あ
っ
た
秦
・
楚
の
國
境
の
小
國
で
あ
り
、
後

に
、
南
郡
の
郡
縣
に
遷
っ
た
。

圃
楚
闊
克
屈
禦
寇
以
申
息
之
師
戌
商
密

⑮
「
闊
克
」
は
、
（
下
の
）
申
公
子
儀
で
あ
り
、
「
屈
禦
寇
」
は
、
（
下

の
）
息
公
子
邊
で
あ
る
。
「
商
密
」
は
、
都
の
別
邑
で
、
今
の
南

郷
の
丹
水
縣
で
あ
る
。
「
戌
」
は
、
守
で
あ
る
。
二
子
は
、
兵
を

析
に
駐
屯
さ
せ
て
、
商
密
を
援
助
し
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
戌
守
也
」
に
つ
い
て
は
、
旺
公
八
年
の
傭
文
「
齊
侯
使

連
稲
管
至
父
戌
葵
丘
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
そ

の
附
を
参
照
。

圃
秦
人
過
析
隈
入
而
係
輿
人
以
園
商
密
昏
而
偲
焉

R
「
析
」
は
、
楚
の
邑
で
、
白
羽
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
今
の
南
郷

の
析
縣
で
あ
る
。
「
隈
」
は
、
か
く
れ
た
と
こ
ろ
〔
間
道
？
〕
で

あ
る
。
（
自
軍
の
）
兵
卒
を
し
ば
っ
た
の
は
‘
析
に
克
っ
て
そ
の

捕
虜
を
得
た
よ
う
に
見
せ
掛
け
た
の
で
あ
る
。
夕
ぐ
れ
に
な
っ
て

か
ら
城
に
近
づ
い
た
の
は
、
商
密
に
捕
虜
が
析
人
で
な
い
こ
と
を

悟
ら
せ
ま
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

附
昭
公
十
八
年
に
「
冬
許
遷
干
白
羽
」
と
あ
り
、
傭
に
「
冬
楚
子
使

王
子
勝
遷
許
於
析
賓
白
羽
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
宵
炊
血
加
書
偽
典
子
儀
子
邊
盟
者

⑮
地
を
掘
っ
て
炊
〔
あ
な
〕
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
盟
の
あ
ま
り
血
を

埋
め
、
そ
の
上
に
盟
書
を
の
せ
た
の
で
あ
る
。

圃
商
密
人
憫
曰
秦
取
析
笑

儀
息
公
子
邊
以
蹄

＠
商
密
が
降
服
し
た
う
え
に
、
析
の
守
備
軍
も
敗
れ
た
か
ら
、
ニ

を
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

圃
楚
令
手
子
玉
追
秦
師
弗
及

⑮
晉
（
の
方
）
を
く
り
か
え
し
て
言
わ
な
い
の
は
、
秦
（
の
方
）
が

兵
の
主
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

附
上
の
偲
文
に
「
秋
秦
晉
伐
都
」
と
あ
る
。

圃
遂
園
陳
納
頓
子
干
頓

⑮
頓
の
た
め
に
陳
を
園
ん
だ
の
で
あ
る
。

附
継
の
注
に
「
頓
迫
於
陳
而
出
奔
楚
故
楚
園
陳
以
納
頓
子
」
と
あ

る。

圃
冬
晉
侯
園
原
命
三
日
之
糧
原
不
降

⑮
「
諜
」
は
、
間
〔
し
の
び
〕
で
あ
る
。

附
旺
公
二
十
八
年
の
傭
文
「
諜
告
曰
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。

な
お
、
そ
の
附
を
参
照
。

圃

曰

原

将

降

芙

軍

吏

曰

請

待

之

公

曰

信

國

之

賓

也

民
之
所
庇
也
得
原
失
信
何
以
庇
之
所
亡
湿
多
退
一
舎
而

原
降
遷
原
伯
貫
子
翼

⑮
「
伯
貫
」
は
、
原
を
守
っ
て
い
た
周
の
大
夫
で
あ
る
。

圃
趙
衰
廊
原
大
夫
狐
深
為
温
大
夫

戌
人
反
芙

命
去
之

諜
出

乃
降
秦
師

囚
申
公
子
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⑮
「
狐
濠
」
は
、
狐
毛
の
子
で
あ
る
。

蜘
一
十
七
年
の
偲
文
に
「
使
狐
偲
将
上
軍

あ
る
。

十
二
月
盟
干
洸

脩
衛
文
公
之
好

圃
衛
人
平
宮
子
我

也
⑮
宮
が
、
元
年
の
鄭
の
戦
役
ゆ
え
に
、
魯
を
怨
ん
で
い
た
の
で
、
衛

の
文
公
は
、
二
國
を
和
平
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
果
さ
な
い
う
ち

に
卒
し
た
。
（
今
こ
こ
で
）
成
公
が
（
こ
の
よ
う
な
）
父
の
逍
志

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
質
現
し
、
名
稲
を
さ
げ
て
事
を
行
な
っ
た
か
ら
、

「
（
衛
の
）
文
公
の
よ
し
み
を
あ
た
た
め
た
」
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

附
元
年
に
「
冬
十
月
壬
午
公
子
友
帥
師
敗
宮
師
干
鄭
獲
宮
架
」
と

あ
る
。
な
お
、
鰹
の
注
に
「
衛
文
公
既
葬
成
公
不
稲
爵
者
述

父
之
志
降
名
従
未
成
君
故
書
子
以
善
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
侯
問
原
守
於
寺
人
勃
靴

⑮
「
勃
鞠
」
と
は
‘
披
の
こ
と
で
あ
る
。

附
五
年
の
偲
文
に
「
公
使
寺
人
披
伐
蒲
」
と
あ
り
、
二
十
四
年
の
偲

文
に
「
寺
人
披
請
見
」
と
あ
る
。

圃
射
曰
昔
趙
衰
以
壺
喰
従
痙
鞍
而
弗
食

⑮
趙
衰
が
、
つ
づ
ま
や
か
で
、
し
か
も
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
君
を

且
及
宮
平

譲
於
狐
毛
而
佐
之
」
と

忘
れ
な
か
っ
た
、
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
「
痙
」
は
、
行
と

同
じ
で
あ
る
。

附
注
の
「
裡
猶
行
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
淮
南
子
』
本
鰹
訓
「
接
僅

歴
遠
」
の
注
に
「
裡
行
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
異
説

と
し
て
、
焦
循
『
春
秋
左
傭
補
疏
』
に
「
説
文
痙
歩
道
也

史
記
高
帝
紀
夜
痙
澤
中
注
云
僅
小
道
也
蓋
衰
本
以
壺

頌
従
重
耳
有
時
重
耳
行
大
道
衰
由
小
道
亦
鞍
而
不
食
謂

不
以
相
違
而
自
私
也
従
字
絶
句
僅
一
字
句
簸
而
弗
食
四
字

句
或
屑
上
讀
従
僅
或
蜀
下
讀
鰹
鞍
皆
不
僻
裡
依
曲
證
注

訓
為
邪
行
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
『
韓
非
子
』
外
儲
説
左
下
に

「
晉
文
公
出
亡
箕
鄭
摯
壺
餐
而
従
迷
而
失
道
典
公
相
失

飢
而
道
泣
寝
餓
而
不
敢
食
」
と
あ
る
。

圃
故
使
慮
原

⑮
披
の
言
葉
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
衰
に
は
大
功
が
あ
っ
た
の
に
、

（
わ
ざ
わ
ざ
）
小
善
を
え
ら
ん
で
進
め
た
の
は
、
ど
ん
な
功
勢
で

も
と
り
の
こ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

附
こ
こ
の
偲
文
に
つ
い
て
は
、
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
に
「
晉
侯
以

下
二
十
八
字
嘗
在
衛
人
平
宮
干
我
之
前
其
曰
故
使
関
原
正

義
趙
衰
廊
原
大
夫
之
由
也
錯
簡
在
下
耳
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
射

し
て
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』
に
「
趙
狐
為
原
温
大
夫
及
衛
人

平
宮
干
我
皆
事
也
故
先
連
書
之
晉
侯
問
原
守
議
也
故

後
書
之
於
文
宜
然
非
錯
簡
也
」
と
あ
る
。
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〔
儘
公
二
十
六
年
〕

翻
二
十
有
六
年
春
王
正
月
己
未
公
會
菩
子
衛
宵
速
盟
干
向

⑮
「
向
」
は
、
宮
地
で
あ
る
。
「
宵
速
」
は
、
衛
の
大
夫
の
旺
子
で

あ
る
。

附
関
公
二
年
の
偲
文
に
「
典
宵
旺
子
矢
」
と
あ
り
、
注
に
「
旺
子

宵
速
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
下
の
偲
文
に
「
春
王
正
月

公
會
菩
絃
平
公
宵
旺
子
盟
干
向
」
と
あ
る
。

翻
齊
人
侵
我
西
鄭
公
追
齊
師
至
椰
弗
及

R
公
が
、
齊
の
師
を
追
っ
て
、
遠
く
齊
地
に
ま
で
到
達
し
た
か
ら
、

書
い
た
の
で
あ
る
。
滑
北
の
穀
城
縣
の
西
部
に
椰
下
と
い
う
名
の

土
地
が
あ
る
。

附
鰹
文
の
「
不
及
」
の
「
不
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、
「
弗
」
に

改
め
る
。

鰹
夏
齊
人
伐
我
北
鄭

⑮
孝
公
は
、
魯
の
境
内
に
入
ら
な
い
う
ち
に
、

た
の
で
あ
る
。

附
下
の
偲
文
に
「
齊
侯
未
入
覚
」
と
あ
る
。

鰐
衛
人
伐
齊

先
に
微
者
に
伐
た
せ

翻
公
子
遂
如
楚
乞
師

⑮
「
公
子
遂
」
は
、
魯
の
卿
で
あ
る
。
「
乞
」
は
、
得
ら
れ
る
保
證

は
な
い
、
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

附
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
凡
乞
者
深
求
過
理
之
僻
執
謙
以
偏

成
其
計
故
雖
小
國
之
乞
大
國
大
國
之
乞
小
國
亦
皆
従
不
典

謀
之
例
戚
宣
叔
郁
綺
乞
師
是
也
」
と
あ
る
。

鰐
秋
楚
人
滅
姜
以
姜
子
蹄

⑮
「
差
」
は
、
楚
の
同
姓
の
國
で
、
今
の
建
平
の
柿
蹄
縣
で
あ
る
。

菱
に
祭
祀
を
お
こ
た
る
と
い
う
罪
が
あ
っ
た
か
ら
、
楚
が
同
姓
を

滅
し
た
こ
と
を
殿
っ
て
い
な
い
〔
名
を
書
い
て
い
な
い
〕
の
で
あ

る，

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
楚
世
家
「
滅
姜
姜
不
祀
祝

融
隈
熊
故
也
」
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰
（
中
略
）
姜
在
巫
山
之

陽
柿
蹄
郷
是
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
漢
書
』
地
理

志
上
に
「
南
郡
（
中
略
）
柿
蹄
蹄
郷
故
蹄
國
」
と
あ
る
の
を

参
照
。
ま
た
、
『
水
鰹
注
』
江
水
に
「
柴
緯
曰
昔
蹄
典
叶
整
律

宋
忠
曰
蹄
即
姜
蹄
郷
蓋
菱
郷
芙
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
下
の
偲
文
に
「
姜
子
不
祀
祝
融
典
親
熊
」

と
あ
る
。
な
お
、
二
十
五
年
の
偲
文
に
「
正
月
丙
午
衛
侯
爆
滅
邪

同
姓
也
故
名
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
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圃
夏
齊
孝
公
伐
我
北
郡
衛
人
伐
齊

師
鰐
冬
楚
人
伐
宋
園
絹
公
以
楚
師
伐
齊
取
穀

⑮
博
例
に
「
（
他
國
の
）
師
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
を
『
以
』
と
い

う
」
と
あ
る
〔
下
の
傭
文
〕
。

附
下
の
偲
文
の
注
に
「
左
右
謂
進
退
在
己
」
と
あ
る
。

匿
公
至
自
伐
齊

⑮
傭
は
な
い
。

圃
二
十
六
年
春
王
正
月
公
會
宮
絃
平
公

⑮
「
絃
平
」
は
、
嘗
時
の
君
の
琥
で
あ
る
。
宮
は
、
夷
狭
で
、
論
が

な
か
っ
た
か
ら
、
琥
を
稲
謂
に
し
た
の
で
あ
る
。

糊
成
公
八
年
の
偲
文
に
「
宮
子
曰
辟
階
在
夷
其
執
以
我
為
虞
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
宵
旺
子
盟
干
向
尋
洸
之
盟
也

⑮
「
洸
の
盟
」
は
、
前
年
に
あ
る
。

鑓
一
十
五
年
に
「
冬
十
有
二
月
癸
亥
公
會
衛
子
宮
慶
盟
子
洸
」
と
あ

る。

圃
齊
師
侵
我
西
鄭

討
是
二
盟
也

洸
之
盟
故
也

公
使
展
喜
摘

⑮
齊
の
師
を
ね
ぎ
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

附
昭
公
五
年
の
傭
文
「
呉
子
使
其
弟
緻
由
犠
師
」
の
注
に
「
摘
努
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
魯
語
上
「
展
禽
使
乙
喜
以

脅
沐
犠
師
」
の
章
注
に
「
犠
努
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、

疏
に
「
服
虔
云
以
師
枯
稿
故
隙
之
飲
食
」
と
あ
る
。

圃
使
受
命
干
展
禽

⑮
(
「
展
禽
」
は
）
柳
下
恵
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
魯
語
上
「
齊
孝
公
来
伐
魯
威
文
仲
欲
以
僻
告
病
焉

問
於
展
禽
」
の
掌
注
に
「
展
禽
魯
大
夫
展
無
駿
之
後
柳
下

恵
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
齊
侯
未
入
黄
展
喜
従
之
曰
寡
君
聞
君
親
畢
玉
趾
賠
辱
於

倣
邑
使
下
臣
摘
執
事

⑮
「
執
事
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
尊
者
を
指
斥
す
る
こ
と
を
憚
っ

た
の
で
あ
る
。

附
禁
畠
『
獨
断
』
巻
上
に
「
陛
下
者
陛
階
也
所
由
升
堂
也

天
子
必
有
近
臣
執
兵
陳
於
陛
側
以
戒
不
虞
謂
之
陛
下
者
群

臣
典
天
子
言
不
敢
指
斥
天
子
故
呼
在
陛
下
者
而
告
之
因
卑

達
尊
之
意
也
上
書
亦
如
之
及
群
臣
士
庶
相
典
言
曰
殿
下
閤
下

執
事
之
隠
皆
此
類
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
齊
侯
曰
魯
人
恐
乎
射
曰
小
人
恐
芙
君
子
則
否
齊
侯
曰

室
如
縣
馨
野
無
青
草
何
侍
而
不
恐

⑮
「
如
」
は
、
而
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
夏
四
月
で
、
今
の

月
に
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あ
た
り
、
野
生
の
植
物
さ
え
未
だ
成
育
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
（
齊
侯
は
）
”
室
内
に
い
て
も
、
食
糧
が
つ
き
て
お
り
、
野

外
に
出
て
も
、
食
用
と
な
る
草
が
な
い
か
ら
、
恐
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
“
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
如
而
也
」
に
つ
い
て
は
、
旺
公
七
年
「
夜
中
星
隕
如
雨
」

の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。

注
の
「
縣
盛
」
に
つ
い
て
は
、
『
爾
雅
』
繹
詰
に
「
馨
盛
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
三
國
志
』
王
粛
傭
に
「
糧
縣
而
難

戦
」
と
あ
り
、
『
晉
書
』
張
駿
傭
に
「
吾
糧
凜
将
懸
難
以
持
久
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
つ
ま
り
、
「
縣
粛
」
は
、
つ
き
る
の
意
の
連

文
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
疏
に
「
服
虔
云
言
室
屋
皆
殺
撤
根
橡

在
如
縣
馨
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
國
語
』
魯
語
上
「
室
如
懸
磐
」

の
掌
注
に
「
懸
磐
言
魯
府
蔵
空
虚
但
有
槙
梁
如
懸
磐
也
」

と
あ
る
。

圃
射
曰
侍
先
王
之
命
昔
周
公
大
公
股
肱
周
室
央
輔
成
王
成

王
勢
之
而
賜
之
盟
曰
世
世
子
孫
無
相
害
也
載
在
盟
府

⑮
「
載
」
は
、
載
書
で
あ
る
。

附
襄
公
九
年
の
傭
文
に
「
晉
士
旺
子
廊
載
書
」
と
あ
り
、
注
に
「
載

書
盟
書
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
大
師
職
之

⑮
「
職
」
は
、
主
〔
つ
か
さ
ど
る
〕
で
あ
る
。
大
公
は
、
大
師
と
な

り
、
司
盟
の
官
も
、
か
ね
て
つ
か
さ
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
職
主
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
周
證
』
亨
人
「
職
外
内
腰

之
褻
亨
煮
」
の
注
に
「
職
主
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、

昭
公
二
十
一
年
の
博
文
「
夫
柴
天
子
之
職
也
」
の
注
に
も
「
職

所
主
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
大
公
為
大
師
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
成
公
二
年
の
偲
文
に

「
夫
齊
甥
舅
之
國
也
而
大
師
之
後
也
」
と
あ
り
、
襄
公
十
四

年
の
傭
文
に
「
昔
伯
舅
大
公
右
我
先
王
股
肱
周
室
師
保
萬
民

世
昨
大
師
以
表
東
海
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
詩
』

大
雅
〈
板
〉
「
大
師
維
垣
」
の
鄭
箋
に
「
大
師
三
公
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
周
證
』
司
盟
に
「
司
盟
掌
盟
載
之
激
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、
顧
炎
武
『
左
偲
杜
解

補
正
』
に
「
大
師
周
之
大
師
主
司
盟
之
官
解
云
大
公
為
大

師
非
」
と
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
の
傭
文
に
つ
い
て
は
、
武
億
『
露
鰹
義
證
』
に
「
師

営
作
史
整
之
誤
也
周
官
大
史
凡
邦
國
都
鄭
及
萬
民
之
有
約

剤
者
蔵
焉
注
約
剤
要
盟
之
載
詞
及
券
書
也
蓋
周
之
定
制

以
大
史
主
蔵
載
書
」
と
あ
る
。

圃
桓
公
是
以
糾
合
諸
侯
而
謀
其
不
協
禰
縫
其
開
而
匡
救
其
災
昭

晉
職
也
及
君
即
位
諸
侯
之
望
曰
其
率
桓
之
功

⑮
「
率
」
は
、
循
〔
し
た
が
う
〕
で
あ
る
〔
『
爾
雅
』
繹
詰
〕
。

附
宣
公
十
二
年
の
博
文
「
今
鄭
不
率
」
の
注
に
「
率
遵
也
」
と
あ
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る
の
を
参
照
。
ま
た
、
哀
公
十
六
年
の
偲
文
「
率
義
之
謂
勇
」
の

注
に
「
率
行
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
我
敏
邑
用
不
敢
保
衆

⑮
こ
の
晉
盟
を
信
用
し
て
い
る
か
ら
、
士
衆
を
集
め
て
（
城
を
）
保

守
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

暉
曰
登
其
嗣
世
九
年
而
存
命
啜
職
其
若
先
君
何
君
必
不
然

侍
此
以
不
恐
齊
侯
乃
還

圃
東
門
襄
仲
滅
文
仲
如
楚
乞
師

R
襄
仲
は
、
東
門
に
居
住
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
氏
と

し
た
の
で
あ
る
。
戚
文
仲
は
、
襄
仲
の
副
使
だ
っ
た
か
ら
、
（
鰹

に
）
書
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

開
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
周
纏
』
大
司
馬
「
朔
披
名
之
用
帥

以
門
名
」
の
注
に
「
軍
将
皆
命
卿
古
者
軍
将
蓋
為
螢
治
於
國
門

魯
有
東
門
襄
仲
宋
有
桐
門
右
師
皆
上
卿
為
軍
将
者
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
鰹
文
に
「
公
子
遂
如
楚
乞
師
」
と
あ
る
。

な
お
、
『
史
記
』
魯
世
家
「
俊
私
事
襄
仲
」
の
〈
集
解
〉
に
「
服

虔
曰
襄
仲
公
子
遂
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
蔵
孫
見
子
玉
而
道
之
伐
齊
宋
以
其
不
臣
也

⑮
齊
・
宋
は
周
室
に
臣
事
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
罪
に
よ
っ

て
、
二
國
を
責
め
て
、
征
伐
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

附
異
説
と
し
て
‘
沈
欽
韓
『
春
秋
左
氏
傭
補
注
』
に
「
楚
已
僭
琥

登
復
有
尊
周
之
心
此
云
不
臣
者
以
齊
宋
不
肯
尊
事
楚
耳
」
と

あ
る
。

圃
姜
子
不
祀
祝
融
典
親
熊

R
「
祝
融
」
は
、
高
辛
氏
の
火
正
で
、
楚
の
遠
祖
で
あ
る
。
「
隈
熊
」

は
、
祝
融
の
十
二
世
の
孫
で
あ
る
。
菱
は
、
楚
の
別
封
で
あ
る
か

ら
、
（
楚
と
）
同
じ
く
、
代
々
そ
の
祭
祀
を
う
け
つ
い
で
き
た
の

で
あ
る
。

附
『
史
記
』
楚
世
家
に
「
楚
之
先
祖
出
自
帝
頗
項
高
陽
（
中
略
）
高

陽
生
稲
稲
生
巻
章
巻
章
生
重
黎
重
黎
為
帝
魯
高
辛
居
火
正

甚
有
功
能
光
融
天
下
帝
魯
命
曰
祝
融
（
中
略
）
帝
乃
以
庚

寅
日
誅
重
黎
而
以
其
弟
呉
同
為
重
黎
後
復
居
火
正
為
祝
融

呉
同
生
陸
終
陸
終
生
子
六
人
（
中
略
）
六
曰
季
連
半
姓

楚
其
後
也
（
中
略
）
季
連
生
附
祖
附
祖
生
穴
熊
其
後
中
微

或
在
中
國
或
在
横
夷
弗
能
紀
其
世
周
文
王
之
時
季
連
之

苗
裔
曰
幾
熊
殻
熊
子
事
文
王
蚤
卒
其
子
曰
熊
麗
熊
麗
生

熊
狂
熊
狂
生
熊
繹
熊
繹
嘗
周
成
王
之
時
畢
文
武
勤
努
之
後

嗣
而
封
熊
繹
於
楚
横
封
以
子
男
之
田
姓
革
氏
居
丹
陽
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
疏
に
「
自
祝
融
至
限
熊
司
馬
遷
不

能
紀
其
世
杜
言
十
二
世
不
知
出
何
書
」
と
あ
る
。
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圃
楚
人
譲
之

姜
R
熊
摯
は
、
楚
の
嫡
子
で
あ
っ
た
が
、
病
氣
の
た
め
、
位
を
つ
げ
な

く
な
っ
た
か
ら
、
別
に
封
じ
て
、
姜
子
と
し
た
の
で
あ
る
。

附
『
史
記
』
楚
世
家
「
滅
姜
愛
不
祀
祝
融
限
熊
故
也
」
の
〈
集
解
〉

に
「
服
虔
曰
姜
楚
熊
渠
之
孫
熊
摯
之
後
」
と
あ
り
、
同
「
熊

渠
卒
子
熊
摯
紅
立
摯
紅
卒
其
弟
試
而
代
立
曰
熊
延
」
の

〈
正
義
〉
に
「
宋
均
注
柴
緯
云
熊
渠
嫡
嗣
曰
熊
摯
有
悪
疾

不
得
為
後
別
居
於
姜
為
楚
附
庸
後
王
命
曰
姜
子
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
鄭
語
「
融
之
興
者
其
在
竿
姓

乎
竿
姓
姜
越
不
足
命
也
」
の
皐
注
に
「
姜
越
竿
姓
之
別
國

楚
熊
繹
六
世
孫
曰
熊
摯
有
悪
疾
楚
人
阪
之
立
其
弟
熊
延

摯
自
棄
於
姜
其
子
孫
有
功
王
命
屁
菱
子
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
吾
是
以
失
楚
又
何
祀
焉

⑮
定
ま
っ
た
祭
祀
を
や
め
て
お
き
な
が
ら
、
言
薬
た
く
み
に
過
ち
を

つ
く
ろ
っ
た
の
で
あ
る
。

附
『
論
語
』
子
張
に
「
子
夏
曰
小
人
之
過
也
必
文
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

圃
秋
楚
成
得
臣
闊
宜
申
帥
師
滅
姜
以
姜
子
蹄

⑮
「
成
得
臣
」
は
、
（
下
の
）
令
手
子
玉
で
あ
る
。
「
闊
宜
申
」
は
、

（
下
の
）
司
馬
子
西
で
あ
る
。

射
曰

我
先
王
熊
摯
有
疾

鬼
紳
弗
赦

而
自
窟
干

圃
宋
以
其
善
於
晉
侯
也

⑮
重
耳
が
出
奔
し
た
と
き
、
宋
の
襄
公
は
馬
二
十
乗
を
お
く
っ
た
の

で
あ
る
。

附
二
十
三
年
の
傭
文
に
「
及
宋
宋
襄
公
贈
之
以
馬
二
十
乗
」
と
あ

る。

圃
叛
楚
即
晉
冬
楚
令
手
子
玉
司
馬
子
西
帥
師
伐
宋
園
絹
公
以
楚

師
伐
齊
取
穀
凡
師
能
左
右
之
曰
以

⑮
「
左
右
」
と
は
、
進
退
が
自
分
に
よ
る
〔
自
由
に
動
か
す
〕
こ
と

を
い
う
。

附
成
公
二
年
の
偲
文
に
「
師
之
耳
目
在
吾
旗
鼓
進
退
従
之
」
と

あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
襄
公
十
九
年
の
公
羊
偲
文
に
「
大
夫
以

君
命
出
進
退
在
大
夫
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』

越
語
上
「
越
國
之
賓
器
畢
従
寡
君
帥
越
國
之
衆
以
従
君
之
師

徒
唯
君
左
右
之
」
の
拿
注
に
「
左
右
在
君
所
用
之
」
と
あ
る

の
を
参
照
。
な
お
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
凡
師
能
左
右
之
曰

以
謂
求
助
於
諸
侯
而
専
制
其
用
征
伐
進
退
帥
意
而
行

故
嬰
會
及
之
文
而
曰
以
施
於
匹
敵
相
用
者
若
伯
主
之
命
則

上
行
於
下
非
例
所
及
也
呉
雖
大
國
順
察
侯
之
請
自
将
其

衆
唯
察
侯
之
命
故
亦
言
以
呉
子
也
偲
例
稲
師
則
諸
不
言

師
者
皆
不
用
以
為
例
也
以
之
於
言
所
渉
甚
多
劉
買
許
穎

既
不
守
例
為
断
又
亦
不
能
盛
通
諸
以
唯
雑
取
晉
人
執
季
孫

以
蹄
劉
子
輩
子
以
王
猛
居
干
皇
手
氏
毛
伯
以
王
子
朝
奔
楚
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鰐
夏
六
月
庚
寅
齊
侯
昭
卒

〔
儘
公
二
十
七
年
〕

鰹
二
十
有
七
年
春
杞
子
来
朝

随
示
以
義
敷
事
而
已
又
云
諸
稲
以
皆
小
以
大

非
其
宜
也
尋
案
晉
侯
以
季
孫
蹄
又
非
下
以
上
也

蹄
亦
非
小
以
大
也
」
と
あ
る
。

圃
寵
桓
公
子
薙
於
穀
易
牙
奉
之
以
廊
魯
援

⑮
薙
は
、
以
前
、
孝
公
と
立
つ
こ
と
を
争
っ
た
か
ら
、
穀
に
居
住
さ

せ
て
、
齊
を
お
ど
し
た
の
で
あ
る
。

附
十
七
年
の
偲
文
に
「
齊
侯
好
内
多
内
寵
内
嬰
如
夫
人
者
六
人

長
衛
姫
生
武
孟
少
衛
姫
生
恵
公
鄭
姫
生
孝
公
葛
嵐
生
昭
公

密
姫
生
鯰
公
宋
華
子
生
公
子
薙
公
典
管
仲
屑
孝
公
於
宋
襄

公
以
為
大
子
（
中
略
）
管
仲
卒
五
公
子
皆
求
立
」
と
あ
り
、

十
八
年
の
偲
文
に
「
齊
人
将
立
孝
公
不
勝
四
公
子
之
徒
遂
典

宋
人
戦
夏
五
月
宋
敗
齊
師
干
甑
立
孝
公
而
還
」
と
あ
る
。

圃
楚
申
公
叔
侯
戌
之

⑮
二
十
八
年
の
「
楚
子
（
入
居
干
申
）
使
申
叔
去
穀
」
〔
偲
文
〕
の

た
め
に
、
本
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
桓
公
之
子
七
人
為
七
大
夫
於
楚

⑮
孝
公
が
公
族
を
安
撫
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。

下
以
上

荊
以
察
侯

⑮
（
名
を
書
い
て
い
る
の
は
）
十
九
年
に
魯
の
大
夫
と
齊
で
盟
っ
た

（
か
ら
で
あ
る
）
。

附
十
九
年
に
「
冬
會
陳
人
察
人
楚
人
鄭
人
盟
干
齊
」
と
あ
り
、
注
に

「
地
於
齊
齊
亦
典
盟
」
と
あ
る
。
な
お
、
二
十
三
年
の
偲
文
に

「
凡
諸
侯
同
盟
死
則
赴
以
名
證
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

翻
秋
八
月
乙
未
葬
齊
孝
公

⑮
偲
は
な
い
。
（
死
後
）
三
箇
月
で
葬
っ
た
の
は
、
速
す
ぎ
る
。

附
隠
公
元
年
の
偲
文
に
「
諸
侯
五
月
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

鰹
乙
巳
公
子
遂
帥
師
入
杞

⑮
土
地
を
占
有
し
な
か
っ
た
場
合
に
「
入
」
と
い
う
〔
襄
公
十
三
年

偲
文
〕
。
八
月
に
乙
巳
（
の
日
）
は
な
い
。
「
乙
巳
」
は
、
九
月
六

日
で
あ
る
。

翻
冬
楚
人
陳
侯
禁
侯
鄭
伯
許
男
園
宋

⑮
偲
で
は
「
楚
子
が
子
玉
を
宋
か
ら
撤
退
さ
せ
た
」
〔
二
十
八
年
〕

と
言
っ
て
い
る
の
に
、
経
が
「
人
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
（
楚

が
）
思
い
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
恥
じ
、
（
子
玉
で
は
な

く
て
）
微
者
と
し
て
赴
告
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な

お
、
諸
侯
の
上
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
楚
が
兵
に
主
と
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
‘
疏
に
「
杜
以
諸
侯
之
貶

不
至
稲
人
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今
言
楚
人
不
得
為
楚
子
之
身
也
子
玉
楚
之
正
卿
宜
書
其

名
今
書
曰
楚
人
非
子
玉
也
故
以
恥
不
得
志
以
微
者
告

也
」
と
あ
る
。
な
お
、
旺
公
十
四
年
の
偲
文
「
春
諸
侯
伐
宋
齊

請
師
干
周
」
の
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
此
皆
貶
諸
侯
之
例
例

不
稲
人
也
（
中
略
）
貶
諸
侯
而
去
爵
稲
人
是
為
君
臣
同
文
非

正
等
差
之
謂
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
旺
公
十
六
年
「
夏
宋
人
齊
人
衛
人
伐
鄭
」

の
注
に
「
宋
主
兵
也
班
序
上
下
以
國
大
小
為
次
征
伐
則
以

主
兵
為
先
春
秋
之
常
也
他
皆
放
此
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

聾
十
有
二
月
甲
戌
公
會
諸
侯
盟
干
宋

⑮
偲
は
な
い
。
諸
侯
が
宋
を
伐
ち
、
公
は
、
楚
と
友
好
閥
係
が
あ
っ

た
か
ら
、
往
っ
て
會
し
た
ま
で
で
、
（
「
諸
侯
」
と
抱
稲
し
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
、
諸
侯
と
約
束
し
て
い
て
、
そ
の
）
期
日
に
お
く

れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
宋
は
園
ま
れ
て
い
る
最
中
で
、
盟

に
参
加
し
た
か
に
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
い
〔
盟
に
参
加
し
な
か
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
〕
か
ら
、
輩
に
「
宋
」
〔
國
名
〕
で
地
を

い
っ
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
文
公
七
年
の
傭
文
に
「
凡
會
諸
侯
不

書
所
會
後
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
不
書
所
會
謂
不
具
列
公
侯

及
卿
大
夫
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
隠
公
元
年
「
九
月
及
宋
人
盟
干
宿
」
の

注
に
「
凡
盟
以
國
地
者
國
主
亦
典
盟
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま

た
、
十
九
年
「
冬
會
陳
人
察
人
楚
人
鄭
人
盟
干
齊
」
の
注
に
「
地

於
齊
齊
亦
典
盟
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
二
十
七
年
春
杞
桓
公
来
朝
用
夷
證
故
曰
子

⑮
杞
は
、
先
代
〔
夏
〕
の
後
裔
で
あ
る
が
、
東
夷
に
近
か
っ
た
た
め
、

風
俗
が
み
だ
れ
、
言
語
や
衣
服
が
時
と
し
て
夷
秋
（
同
然
）
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
「
杞
子
卒
」
と
書
か
れ
、
偲
で
、
杞
が
夷
狭
で

あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
そ
れ
な
の
に
）
今
こ

こ
で
「
朝
」
と
稲
し
て
い
る
の
は
、
（
き
ち
ん
と
し
た
）
朝
轄
で

始
ま
っ
た
が
、
最
後
ま
で
は
完
う
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
（
始

め
か
ら
朝
證
を
行
な
え
な
か
っ
た
）
介
葛
厳
と
は
異
な
る
か
ら
、

爵
だ
け
を
貶
し
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
二
十
三
年
に
「
冬
十
有
一
月
杞
子
卒
」

と
あ
り
、
偲
に
「
書
曰
子
杞
夷
也
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
二
十
九
年
に
「
春
介
葛
庶
来
」
と
あ
り
、

注
に
「
介
東
夷
國
也
（
中
略
）
不
稲
朝
不
見
公
且
不
能
行

朝
證
」
と
あ
る
。

圃
公
卑
杞
杞
不
共
也

⑮
杞
が
夷
纏
を
用
い
た
か
ら
、
賤
し
ん
だ
の
で
あ
る
。

圃
夏
齊
孝
公
卒
有
齊
怨

⑮
前
の
年
に
、
齊
は
、
一
度
も
魯
を
伐
っ
た
の
で
あ
る
。

(99) 



2644 

ま
た
、

何

附
二
十
六
年
に
「
齊
人
侵
我
西
鄭
」
と
あ
り
、

我
北
鄭
」
と
あ
る
。

圃
不
隕
喪
紀
纏
也

⑮
弔
贈
の
品
敷
を
減
ら
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

附
襄
公
八
年
の
偲
文
に
「
春
公
如
晉
朝
且
聴
朝
聘
之
敷
」
と
あ
り
、

注
に
「
朝
而
稟
其
多
少
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

「
夏
齊
人
伐

圃
秋
入
杞
責
無
證
也

⑮
恭
敬
し
な
か
っ
た
こ
と
を
責
め
た
の
で
あ
る
。

附
上
の
偲
文
に
「
公
卑
杞
杞
不
共
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
の
偲
文
に
つ
い
て
、
『
繹
文
』
に
は
「
責
幡
也
本

或
作
責
無
證
者
非
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
安
井
衡
『
左
偲
輯

繹
』
に
「
上
傭
云
用
夷
證
此
傭
承
之
故
云
責
證
也
言

用
夷
證
唯
偲
無
無
字
故
杜
注
云
責
不
共
若
作
責
無
證

須
注
解
陸
本
作
責
證
是
也
」
と
あ
る
。

圃
楚
子
将
園
宋
使
子
文
治
兵
於
瞑

⑮
子
文
は
こ
の
時
（
す
で
に
）
令
手
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
「
使
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
治
兵
」
と
は
、
琥
令
を
演
習
す
る

の
で
あ
る
。
「
映
」
は
、
楚
の
邑
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
二
十
三
年
の
傭
文
に
「
秋
楚
成
得
臣
帥

師
伐
陳
討
其
凱
於
宋
也
（
注
成
得
臣
子
玉
也
）
遂
取
焦
夷

城
頓
而
還
子
文
以
為
之
功
使
為
令
手
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

ま
た
、
下
の
偲
文
に
「
子
之
偲
政
於
子
玉
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
旺
公
八
年
「
甲
午
治
兵
」
の
注
に
「
治

兵
於
廟
習
琥
令
将
以
園
祁
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
終
朝
而
畢
不
蛾
一
人

⑮
「
終
朝
」
と
は
、
夜
あ
け
か
ら
朝
食
の
時
ま
で
で
あ
る
。
子
文
は
、

子
玉
に
重
任
を
ま
か
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
、
事
を
簡
略
に
す
ま
せ

た
の
で
あ
る
。

附
『
詩
』
小
雅
〈
采
緑
〉
「
終
朝
采
緑
」
の
毛
偲
に
「
自
旦
及
食
時

為
終
朝
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
子
玉
復
治
兵
於
鷲

⑮
(
「
使
」
と
言
っ
て
い
な
い
の
は
）
子
玉
が
令
手
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
「
鷲
」
は
、
楚
の
邑
で
あ
る
。

附
上
の
注
に
「
子
文
時
不
為
令
手
故
云
使
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』
に
「
子
玉
不
言
使

者
蒙
上
省
文
」
と
あ
る
。

圃
終
日
而
畢
鞭
七
人
貫
三
人
耳
國
老
皆
賀
子
文
子
文
飲
之

酒
⑮
子
玉
が
そ
の
任
に
た
え
た
こ
と
を
賀
し
た
の
で
あ
る
。

圃
鷲
買
尚
幼
後
至
不
賀

⑮
「
踏
買
」
は
、
伯
厩
で
、
孫
叔
赦
の
父
で
あ
る
。
「
幼
」
は
、
少

で
あ
る
。
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附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
宣
公
四
年
の
偲
文
に
「
子
越
又
悪
之

乃
以
若
赦
氏
之
族
圏
伯
嵐
於
輸
陽
而
殺
之
」
と
あ
り
、
注
に
「
伯

巌
鐙
買
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
同
十
二
年
の
傭
文
に

「
蓋
敷
為
宰
」
と
あ
り
、
注
に
「
競
赦
孫
叔
敷
」
と
あ
る
の
を

参
照
。
な
お
、
『
淮
南
子
』
氾
論
訓
「
楚
旺
王
専
任
孫
叔
放
而
覇
」

の
注
に
「
孫
叔
赦
楚
大
夫
蓮
買
伯
盈
子
」
と
あ
る
の
も
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
『
説
文
』
に
「
幼
少
也
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

圃
子
文
問
之
射
曰
不
知
所
賀
子
之
偲
政
於
子
玉
曰
以
靖

國
也
靖
諸
内
而
敗
諸
外
所
獲
幾
何
子
玉
之
敗
子
之
畢
也

畢
以
敗
國
将
何
賀
焉
子
玉
剛
而
無
橙
不
可
以
治
民
過

三
百
乗
其
不
能
以
入
芙
荀
入
而
賀
何
後
之
有

⑮
「
三
百
乗
」
は
、
二
萬
二
千
五
百
人
で
あ
る
。

附
隠
公
元
年
の
博
文
「
命
子
封
帥
車
二
百
乗
以
伐
京
」
の
注
に
「
古

者
兵
車
一
乗
甲
士
三
人
歩
卒
七
十
二
人
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

取
威
定
露

於
是
乎
在
芙

圃
冬
楚
子
及
諸
侯
園
宋
宋
公
孫
固
如
晉
告
急

⑮
「
公
孫
固
」
は
、
宋
の
旺
公
の
孫
で
あ
る
。

附
二
十
二
年
の
博
文
「
宋
公
将
戦
大
司
馬
固
諌
日
」
の
注
に
「
大

司
馬
固
旺
公
之
孫
公
孫
固
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、

そ
の
附
も
参
照
。

圃
先
診
曰
報
施
救
患

⑮
「
先
診
」
は
、
晉
の
下
軍
の
佐
の
原
診
で
あ
る
。
（
「
報
施
」
と
は
）

馬
を
お
く
っ
て
く
れ
た
宋
の
恩
恵
に
報
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
C

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
下
の
偲
文
に
「
使
槃
枝
将
下
軍
先
診

佐
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
二
十
八
年
の
偲
文
に
「
原
診

将
中
軍
晋
臣
佐
下
軍
上
徳
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
先
診
以
下

軍
佐
超
将
中
軍
故
曰
上
徳
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
二
十
三
年
の
偲
文
に
「
及
宋
宋
襄
公

贈
之
以
馬
二
十
乗
」
と
あ
る
。

圃
狐
個
曰
楚
始
得
曹
而
新
昏
於
衛
若
伐
曹
衛
楚
必
救
之

則
齊
宋
免
芙

⑮
前
の
年
に
、
楚
は
、
申
叔
侯
に
穀
を
守
ら
せ
て
‘
齊
を
お
ど
し
た

の
で
あ
る
。

紬
一
十
六
年
の
傭
文
に
「
買
桓
公
子
薙
於
穀
易
牙
奉
之
以
為
魯
援

（
注
薙
本
典
孝
公
争
立
故
使
居
穀
以
偏
齊
）
楚
申
公
叔
侯
戌

之
」
と
あ
る
。

圃
於
是
乎
蒐
子
被
麿

⑮
晉
は
い
つ
も
、
（
季
節
に
か
か
わ
り
な
く
）
春
の
蒐
證
に
よ
っ
て

政
令
を
改
め
た
。
始
め
を
つ
つ
し
ん
で
で
あ
る
。
「
被
廠
」
は
、

晉
地
で
あ
る
。

附
隠
公
五
年
の
偲
文
に
「
春
蒐
夏
苗
秋
禰
冬
狩
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

ま
た
、
信
公
三
十
一
年
の
傭
文
に
「
秋
晉
蒐
干
消
原
作
五
軍
」
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と
あ
り
、
文
公
六
年
の
博
文
に
「
春
晉
蒐
干
夷
舎
二
軍
」
と
あ

る
の
を
参
照
。
な
お
、
こ
こ
は
、
上
に
「
冬
」
と
あ
り
、
下
に
「
作

三
軍
」
と
あ
る
。

な
お
、
注
の
「
敬
其
始
也
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
五
年
の
傭
文
に

「
敬
始
而
思
終
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

臀

三

軍

⑮
関
公
元
年
に
、
晉
の
猷
公
が
二
軍
を
作
り
、
今
こ
こ
で
、
（
さ
ら

に
、
か
つ
て
の
）
大
國
の
證
〔
三
軍
〕
に
も
ど
し
た
の
で
あ
る
。

附
旺
公
十
六
年
の
偲
文
に
「
王
使
琥
公
命
曲
沃
伯
以
一
軍
為
晉
侯
」

と
あ
り
、
関
公
元
年
の
偲
文
に
「
晉
侯
作
二
軍
」
と
あ
る
。
な
お
、

『
周
纏
』
夏
官
の
序
官
に
「
大
國
三
軍
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま

た
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
於
是
晉
作
三
軍
」
の
〈
集
解
〉
に
「
王

爾
曰
始
復
成
國
之
轄
半
周
軍
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
謀
元
帥

⑮
(
「
元
帥
」
と
は
）
中
軍
の
帥
で
あ
る
。

附
宣
公
十
二
年
の
傭
文
に
「
夏
六
月
晉
師
救
鄭
荀
林
父
将
中
軍
」

と
あ
り
、
下
に
「
韓
獣
子
謂
桓
子
曰
（
中
略
）
子
為
元
帥
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
趙
衰
曰
郁
穀
可
臣
函
聞
甚
百
芙
説
證
架
而
敦
詩
書
詩
書

義
之
府
也
證
柴
徳
之
則
也
徳
義
利
之
本
也
夏
書
曰

賦
納
以
言
明
試
以
功
車
服
以
庸

⑮
(
「
夏
書
」
と
は
）
『
尚
書
』
の
虞
夏
書
（
盆
稜
）
で
あ
る
。
「
賦

納
以
言
」
と
は
、
そ
の
意
志
を
み
き
わ
め
る
の
で
あ
る
。
「
明
試

以
功
」
と
は
、
そ
の
賓
績
を
し
ら
べ
る
の
で
あ
る
。
「
車
服
以
庸
」

と
は
、
そ
の
功
勢
に
む
く
い
る
の
で
あ
る
。
「
賦
」
は
、
取
と
同

じ
で
あ
る
。
「
庸
」
は
、
功
で
あ
る
。

附
注
の
「
虞
夏
書
」
に
つ
い
て
は
、
『
尚
書
』
大
題
〈
虞
書
〉
の
疏

に
「
馬
融
鄭
玄
王
爾
別
録
題
皆
曰
虞
夏
書
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
庸
功
也
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
十
三
年
の
偲
文
「
君
庸

多
芙
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
周
證
』
司
動
に
「
民

功
曰
庸
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
尚
書
』
舜
典
「
有
能
奮

庸
煕
帝
之
載
」
の
低
孔
偲
に
「
庸
功
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
君
其
試
之
乃
使
郁
穀
将
中
軍
郁
湊
佐
之
使
狐
個
将
上
軍

譲
於
狐
毛
而
佐
之

⑮
「
狐
毛
」
は
、
個
の
兄
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
に
「
使
狐
個
為
卿
僻
曰
毛
之
智
賢
於
臣

其
倣
又
長
」
と
あ
り
、
拿
注
に
「
毛
偲
之
兄
」
と
あ
る
の
を

参
照
。

圃
命
趙
衰
為
卿
譲
於
巣
枝
先
診

⑮
「
奥
枝
」
は
、
貞
子
で
、
槃
賓
の
孫
で
あ
る
。

附
『
史
記
』
晉
世
家
「
巣
枝
将
下
軍
」
の
〈
集
解
〉
に
「
買
達
曰

槃
枝
集
賓
之
孫
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
晉
語

四
「
公
使
趙
衰
為
卿
僻
曰
槃
枝
貞
恨
」
の
章
注
に
「
枝
晉

大
夫
槃
共
子
之
子
貞
子
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
桓
公
二
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年
の
傭
文
に
「
恵
之
二
十
四
年
晉
始
風
故
封
桓
叔
子
曲
沃
靖

侯
之
孫
奥
賓
偲
之
」
と
あ
り
、
同
三
年
の
偲
文
に
「
春
曲
沃
武
公

伐
翼
次
子
陛
庭
韓
萬
御
戎
梁
弘
廊
右
逐
翼
侯
子
扮
限
鰺

桂
而
止
夜
獲
之
及
槃
共
叔
（
注
共
叔
桓
叔
之
偲
槃
賓
之

子
也
）
」
と
あ
る
。

圃
使
槃
枝
将
下
軍
先
診
佐
之
荀
林
父
御
戎
魏
墜
為
右

⑮
「
荀
林
父
」
は
、
中
行
桓
子
で
あ
る
。

附
文
公
十
三
年
の
偲
文
に
「
中
行
桓
子
曰
」
と
あ
り
、
注
に
「
中
行

桓
子
荀
林
父
也
偕
二
十
八
年
始
将
中
行
故
以
屈
氏
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
晉
侯
始
入
而
教
其
民
二
年
欲
用
之

⑮
二
十
四
年
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

附
二
十
四
年
の
傭
文
に
「
二
月
甲
午
晉
師
軍
干
巌
柳
（
中
略
）
壬
寅

公
子
入
子
晉
師
丙
午
入
干
曲
沃
丁
未
朝
干
武
宮
」
と
あ
る
。

圃
子
犯
曰
民
未
知
義
未
安
其
居

⑮
義
が
な
け
れ
ば
、
い
た
ず
ら
に
生
を
む
さ
ぼ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

圃
於
是
乎
出
定
襄
王

⑮
二
十
五
年
に
、
襄
王
を
復
蹄
さ
せ
て
、
君
に
つ
か
え
る
義
を
示
し

た
の
で
あ
る
。

附
二
十
五
年
の
偲
文
に
「
晉
侯
僻
秦
師
而
下
三
月
甲
辰
次
干
陽
奨

右
師
園
温
左
師
逆
王
」
と
あ
り
、
つ
い
で
「
夏
四
月
丁
巳
王

入
干
王
城
」
と
あ
る
。

圃
入
務
利
民
民
懐
生
芙

其
用

⑮
「
宣
」
は
、
明
で
あ
る
。
（
現
場
で
賓
際
に
）
用
い
ら
れ
る
信
（
の

有
様
）
に
明
る
く
な
い
〔
通
じ
て
い
な
い
〕
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
附
『
國
語
』
晉
語
七
「
武
子
宣
法
以
定
晉
国
」
の
掌
注
に
「
宣
明

也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
於
是
乎
伐
原
以
示
之
信

⑮
原
を
伐
っ
た
こ
と
は
、
二
十
五
年
に
あ
る
。

附
二
十
五
年
の
博
文
に
「
冬
晉
侯
園
原
命
三
日
之
糧
原
不
降

命

去

之

諜

出

曰

原

将

降

芙

軍

吏

曰

請

待

之

公

曰

信
國
之
費
也
民
之
所
庇
也
得
原
失
信
何
以
庇
之
所
亡

滋
多
退
一
舎
而
原
降
」
と
あ
る
。

圃
民
易
資
者
不
求
豊
焉

⑮
詐
っ
て
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
明
徴
其
僻

⑮
言
頻
が
信
で
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。

附
襄
公
二
十
一
年
の
傭
文
に
「
軌
度
其
信
可
明
徴
也
」
と
あ
り
、

昭
公
八
年
の
偲
文
に
「
君
子
之
言
信
而
有
徴
」
と
あ
る
の
を
参

照
。
ま
た
、
襄
公
二
十
一
年
の
偲
文
「
書
曰
聖
有
蕃
動
明
徴

定
保
」
の
注
に
「
言
聖
哲
有
謀
功
者
嘗
明
信
定
安
之
」
と
あ
る

将
用
之

子
犯
曰

民
未
知
信

未
宣
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の
を
参
照
。
な
お
、
安
井
衡
『
左
傭
輯
繹
』
に
は
「
重
言
信

本
同
疑
営
作
言
重
信
」
と
あ
る
。

圃
公
曰
可
芙
乎
子
犯
曰
民
未
知
證
未
生
其
共
於
是
乎
大

蒐
以
示
之
證

⑮
蒐
は
、
少
長
の
順
序
を
正
し
く
し
、
貴
賤
（
の
謳
別
）
を
明
ら
か

に
す
る
（
た
め
の
）
も
の
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
「
民
未
知
證
盆
大
蒐
備
師
尚
纏
以
示
之
」

の
拿
注
に
「
蒐
所
以
明
尊
卑
順
少
長
習
威
儀
」
と
あ
る
の

を
参
照
。
な
お
、
隠
公
五
年
の
偲
文
に
「
故
春
蒐
夏
苗
秋
禰
冬
狩

皆
於
農
隙
以
講
事
也
三
年
而
治
兵
入
而
振
旅
蹄
而
飲
至

以
敷
軍
宵
昭
文
章
明
貴
賤
辮
等
列
順
少
長
習
威
儀

也
」
と
あ
る
。

圃
作
執
秩
以
正
其
官

R
「
執
秩
」
は
、
爵
秩
を
つ
か
さ
ど
る
官
で
あ
る
。

附
昭
公
二
十
九
年
の
偲
文
に
「
文
公
是
以
作
執
秩
之
官
為
被
麿
之

法
以
為
盟
主
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
民
聴
不
惑
而
後
用
之
出
穀
戌
繹
宋
園

⑮
楚
子
は
、
申
叔
を
穀
か
ら
、
子
玉
を
宋
か
ら
、
撤
退
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

附
二
十
六
年
の
偲
文
に
「
冬
楚
令
弄
子
玉
司
馬
子
西
帥
師
伐
宋
園
絹

公
以
楚
師
伐
齊
取
穀
（
中
略
）
賞
桓
公
子
薙
於
穀
易
牙
奉
之

以
為
魯
援
楚
申
公
叔
侯
戌
之
」
と
あ
り
、
一
十
八
年
の
傭
文
に 諸

使
子
玉
去
宋
」
と
あ
る
。

「
楚
子
入
居
干
申
使
申
叔
去
穀

圃
一
戦
而
覇
文
之
教
也

⑮
(
「
一
戦
」
と
は
）
明
年
の
城
横
で
の
戦
い
を
い
う
。

附
二
十
八
年
に
「
夏
四
月
己
巳
晉
侯
齊
師
宋
師
秦
師
及
楚
人
戦
子
城

膜
楚
師
敗
績
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
國
語
』
晉
語
四
に
「
出
穀

戌
繹
宋
園
敗
楚
師
干
城
横
於
是
乎
遂
伯
」
と
あ
る
の
を
参

照。〔
儘
公
二
十
八
年
〕

翻
二
十
有
八
年
春
晉
侯
侵
曹
晉
侯
伐
衛

⑮
「
晉
侯
」
を
二
度
あ
げ
て
い
る
の
は
、
曹
と
衛
と
の
雨
方
が
赴
告

し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

翻
公
子
買
戌
衛
不
卒
戌
刺
之

⑮
「
公
子
買
」
は
、
魯
の
大
夫
の
子
叢
で
あ
る
。
内
〔
魯
〕
が
大
夫

を
殺
し
た
場
合
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
「
刺
」
と
書
く
。
『
周
證
』

の
三
刺
の
法
を
用
い
た
こ
と
を
言
い
、
勝
手
に
法
を
ま
け
な
か
っ

た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
公
は
、
賓
は
、
晉
を
畏
れ
て
子
叢
を

殺
し
、
守
る
の
を
（
途
中
で
）
や
め
た
と
い
う
（
無
質
の
）
罪
を

叢
に
か
ぶ
せ
た
の
で
あ
り
、
遠
近
（
の
諸
侯
）
に
信
じ
て
も
ら
え

な
い
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
罪
を
は
っ
き
り
書
い
た
の
で
あ

る。
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附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
周
證
』
司
刺
に
「
司
刺
掌
三
刺
三
宥

三
赦
之
激
以
賛
司
寇
聴
獄
訟
（
注
刺
殺
也
訊
而
有
罪

則
殺
之
）
登
刺
曰
訊
露
臣
再
刺
曰
訊
惹
吏
三
刺
曰
訊
萬
民
（
注

訊
言
）
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
成
公
十
六
年
「
乙
酉

刺
公
子
個
」
の
注
に
も
「
魯
殺
大
夫
皆
百
刺
義
取
於
周
證
三

刺
之
法
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
下
の
傭
文
に
「
公
櫂
於
晉

説
焉
謂
楚
人
曰
不
卒
戌
也
」
と
あ
る
。

鰐
楚
人
救
衛

翻
三
月
丙
午
晉
侯
入
曹
執
曹
伯
界
宋
人

⑮
「
界
」
は
、
典
〔
あ
た
え
る
〕
で
あ
る
。
諸
侯
を
と
ら
え
た
場
合

に
は
、
京
師
に
お
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
晉
は
、
楚
を

怒
ら
せ
て
戦
わ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
、
宋
に
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。

所
謂
「
（
晉
の
文
公
は
）
謀
略
を
用
い
て
、
正
道
に
よ
ら
な
い
」

〔
『
論
語
』
憲
問
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
注
の
「
界
典
也
」
に
つ
い
て
は
、
公
羊
傭
文
に
「
界
者
何
典

也
」
と
あ
り
、
穀
梁
偲
文
に
「
界
典
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
執
諸
侯
嘗
以
蹄
京
師
」
に
つ
い
て
は
‘
下
に
「
晉
人
執

衛
侯
蹄
之
干
京
師
」
と
あ
り
、
注
に
「
諸
侯
不
得
相
治
故
蹄
之

京
師
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
こ
こ
の
経
文
に
つ
い
て
は
‘
薬
夢
得
『
春
秋
偲
』
に
「
是

殺
子
叢
以

嘗
曰
界
宋
人
田
不
言
田
経
成
而
亡
之
也
」
と
あ
る
。
ち
な
み

に
、
下
の
偲
文
に
「
執
曹
伯
分
曹
衛
之
田
以
界
宋

k
」
と
あ
る
。

鰐
夏
四
月
己
巳
晉
侯
齊
師
宋
師
秦
師
及
楚
人
戦
干
城
横
楚
師
敗
績

⑮
（
齊
・
宋
・
秦
が
「
師
」
と
稲
し
て
い
る
の
は
）
宋
公
と
齊
の
國
蹄

父
と
秦
の
小
子
愁
は
、
城
横
に
次
舎
す
る
と
、
師
を
晉
に
ゆ
だ
ね
、

（
自
身
は
）
戦
い
に
参
加
し
な
か
っ
た
（
か
ら
で
あ
る
）
。
子
玉

及
び
陳
・
察
の
師
を
（
継
に
）
書
い
て
い
な
い
の
は
、
楚
人
が
、

敗
れ
た
こ
と
を
恥
じ
、
赴
告
の
文
僻
を
簡
略
に
し
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
大
敗
し
た
場
合
に
「
敗
績
」
と
い
う
〔
旺
公
十
一
年
傭
文
〕
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
下
の
傭
文
に
「
夏
四
月
戊
辰
晉
侯
宋
公

齊
國
蹄
父
雀
夭
秦
小
子
懇
次
干
城
横
」
と
あ
り
、
「
己
巳
晉
師
陳

子
幸
北
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
下
の
偲
文
に
「
己
巳
晉
師
陳
干
幸
北

脅
臣
以
下
軍
之
佐
嘗
陳
察
子
玉
以
若
敷
之
六
卒
将
中
軍
」
と
あ

る。

翻
楚
殺
其
大
夫
得
臣

⑮
子
玉
は
、
君
命
に
違
反
し
て
大
敗
を
喫
し
た
か
ら
、
名
〔
「
得
臣
」
〕

を
稲
し
て
殺
し
、
罪
責
し
た
の
で
あ
る
。

附
下
の
傭
文
に
「
楚
子
入
居
子
申
使
申
叔
去
穀
使
子
玉
去
宋

曰
無
従
晉
師
（
中
略
）
子
玉
使
伯
剪
請
戦
（
中
略
）
王
怒
少

典
之
師
」
と
あ
る
。
な
お
、
文
公
七
年
の
博
文
に
「
書
曰
宋
人
殺
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其
大
夫
不
稲
名
衆
也
且
言
非
其
罪
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
不

稲
殺
者
及
死
者
名
殺
者
衆
故
名
不
可
知
死
者
無
罪
則
例

不
稲
名
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

翻
衛
侯
出
奔
楚

霞
五
月
癸
丑
公
會
晉
侯
齊
侯
宋
公
禁
侯
鄭
伯
衛
子
慈
子
盟
子
賤
土

⑮
「
餞
土
」
は
、
鄭
地
で
あ
る
。
王
子
虎
は
、
盟
に
臨
席
は
し
た
が
、

い
っ
し
ょ
に
血
を
す
す
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
（
経
に
）
書
い
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
（
こ
の
時
）
衛
侯
は
出
奔
し
て
い
て
、
そ
の
弟

の
叔
武
が
位
を
代
行
し
て
盟
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
王
か
ら
爵
命

を
授
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
未
成
君
の
鐙
に
従
っ
た
か
ら
、
「
子
」

と
稲
し
て
、
「
鄭
伯
」
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
が

「
癸
丑
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
月
の
十
八
日
で
あ
り
、
他
が
「
癸

亥
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
月
の
二
十
八
日
で
あ
る
。
鰹
か
博
か

（
の
ど
ち
ら
か
）
が
誤
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

脚
注
の
「
餞
土
鄭
地
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
周
本
紀
「
二
十

年
晉
文
公
召
襄
王
襄
王
會
之
河
陽
賤
土
」
の
〈
集
解
〉
に
「
質

遣
曰
（
中
略
）
賤
土
鄭
地
名
在
河
内
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
王
子
虎
臨
盟
至
云
」
に
つ
い
て
は
、
下
の
偲
文
に
「
癸
亥

王
子
虎
盟
諸
侯
干
王
庭
」
と
あ
る
。

注
の
「
衛
侯
出
奔
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
下
の
博
文
に
「
衛
侯
聞

楚
師
敗
憬
出
奔
楚
遂
適
陳
使
元
咀
奉
叔
武
以
受
盟
」
と
あ

る
。
ま
た
、
定
公
四
年
の
偲
文
に
「
晉
文
公
為
餞
土
之
盟
衛
成

公
不
在
夷
叔
其
母
弟
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
九
年
の
偲
文
に

「
春
宋
桓
公
卒
未
葬
而
襄
公
會
諸
侯
故
曰
子
凡
在
喪
王

曰
小
童
公
侯
曰
子
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
周
之
宗
盟
異
姓
為
後
故
賤

土
載
書
齊
宋
雖
大
降
於
鄭
衛
斥
周
而
言
止
謂
王
官
之
宰

臨
盟
者
也
其
餘
雑
盟
未
必
皆
然
餞
土
召
陵
二
會
察
在
衛

上
時
國
次
也
至
盟
乃
正
其
高
下
者
敬
恭
明
紳
本
其
始

也
」
と
あ
る
。

翻
陳
侯
如
會

⑮
偲
は
な
い
。
陳
は
、
本
来
、
楚
に
く
み
し
て
い
た
が
、
楚
が
敗
れ

た
た
め
、
憫
れ
て
晉
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。
（
會
に
）
来
た
け
れ

ど
も
、
盟
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
か
ら
、
「
如
會
」
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

附
公
羊
偲
文
に
「
其
言
如
會
何
後
會
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

翻
公
朝
干
王
所

⑮
傭
は
な
い
。
（
こ
の
時
）
王
は
賤
土
に
い
た
。
（
つ
ま
り
）
京
師
で

は
な
い
か
ら
、
「
王
所
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

附
下
の
偲
文
に
「
晉
師
三
日
館
穀
及
癸
酉
而
還
甲
午
至
干
衡
薙

作
王
宮
干
餞
土
」
と
あ
る
。
な
お
、
公
羊
偲
文
に
「
易
為
不
言

公
如
京
師
天
子
在
是
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
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鰐
六
月
衛
侯
鄭
自
楚
復
蹄
干
衛

⑮
も
と
の
位
に
も
ど
っ
た
場
合
に
「
復
蹄
」
と
言
う
〔
成
公
十
八
年

傭
文
〕
。
晉
人
は
、
叔
武
の
賢
に
感
じ
入
っ
て
、
衛
侯
を
も
ど
し

た
の
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
）
衛
侯
の
入
國
は
、
（
弟
の
）
叔
武
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
國
が
迎
え
た
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
例
は
、
成
公
十
八
年
に
あ
る
。

附
成
公
十
八
年
の
俯
文
に
「
凡
去
其
國
國
逆
而
立
之
曰
入
（
注

謂
本
無
位
紹
紺
而
立
）
復
其
位
日
復
蹄
（
注
亦
國
逆
）

諸
侯
納
之
曰
蹄
以
悪
曰
復
入
」
と
あ
る
。
ま
た
、
下
の
偲
文
に

「
六
月
晉
人
復
衛
侯
」
と
あ
り
、
注
に
「
以
叔
武
受
盟
於
賤
土

故
聴
衛
侯
蹄
」
と
あ
る
。

匿
衛
元
咀
出
奔
晉

R
「
元
唄
」
は
、
衛
の
大
夫
で
あ
る
。
叔
武
の
た
め
に
訴
訟
を
起
こ

し
た
け
れ
ど
も
、
（
結
果
的
に
）
君
臣
の
節
義
を
失
し
た
か
ら
、

賢
と
す
る
表
現
が
な
い
〔
そ
の
ま
ま
名
を
書
い
て
い
る
〕
の
で
あ

る
。
「
奔
」
の
例
は
、
宣
公
十
年
に
あ
る
。

附
下
の
博
文
に
「
衛
侯
典
元
咀
訟
（
中
略
）
衛
侯
不
勝
（
中
略
）
執

衛
侯
蹄
之
干
京
師
（
中
略
）
元
咀
蹄
子
衛
立
公
子
瑕
」
と
あ
る
。

ま
た
、
宣
公
十
年
「
齊
雀
氏
出
奔
衛
」
の
傭
文
に
「
書
曰
雀
氏

非
其
罪
也
且
告
以
族
不
以
名
凡
諸
侯
之
大
夫
違
告
於
諸

侯
曰
某
氏
之
守
臣
某
失
守
宗
廟
敢
告
」
と
あ
る
。
な
お
、
文

公
八
年
「
宋
司
城
来
奔
」
の
偲
文
に
「
司
城
蕩
意
諸
来
奔
放
節

於
府
人
而
出
公
以
其
官
逆
之
皆
復
之
亦
書
以
官
皆
貴
之

也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

鰹
陳
侯
款
卒

⑮
傭
は
な
い
。
（
名
を
書
い
て
い
る
の
は
）
し
め
て
四
た
び
同
盟
し

た
（
か
ら
で
あ
る
）
。

附
二
十
三
年
の
博
文
に
「
凡
諸
侯
同
盟

あ
る
の
を
参
照
。

癌
秋
杞
伯
姫
来

⑮
偲
は
な
い
。
旺
公
の
女
〔
む
す
め
〕
で
あ
る
。
里
蹄
り
し
た
場
合

に
「
来
」
と
い
う
〔
旺
公
二
十
七
年
傭
文
〕
。

翻
公
子
遂
如
齊

⑮
偲
は
な
い
。
聘
し
た
の
で
あ
る
。

附
旺
公
二
十
五
年
「
冬
公
子
友
如
陳
」
の
注
に
「
諸
魯
出
朝
聘
皆

書
如
不
果
彼
國
必
成
其
證
故
不
稲
朝
聘
春
秋
之
常
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

翻
冬
公
會
晉
侯
齊
侯
宋
公
察
侯
鄭
伯
陳
子
慈
子
祁
子
秦
人
子
温

⑮
陳
の
共
公
が
「
子
」
と
稲
し
て
い
る
の
は
、
先
君
が
未
だ
葬
ら
れ

死
則
赴
以
名

證
也
」
と
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て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
は
、
九
年
に
あ
る
。
（
な
お
）

宋
の
襄
公
が
「
子
」
と
稲
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
ま
ま
本
来

の
位
置
に
お
か
れ
〔
九
年
〕
、
陳
の
共
公
が
「
子
」
と
稲
し
て
い

る
場
合
に
は
、
さ
げ
ら
れ
て
鄭
の
下
に
お
か
れ
〔
こ
こ
〕
、
陳
の

懐
公
が
「
子
」
と
稲
し
て
い
る
場
合
に
は
、
鄭
の
上
に
お
か
れ
て

い
る
〔
定
公
四
年
〕
、
こ
と
に
つ
い
て
は
、
傭
に
義
例
が
な
い
。

お
そ
ら
く
は
、
會
を
主
催
し
た
者
が
な
ら
べ
た
も
の
（
の
ま
ま
）

で
あ
っ
て
、
（
書
法
に
よ
る
）
褒
貶
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
九
年
の
偲
文
に
「
春
宋
桓
公
卒
未
葬

而
襄
公
會
諸
侯
故
曰
子
凡
在
喪
王
曰
小
童
公
侯
曰
子

（
注
在
喪
未
葬
也
）
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
九
年
に
「
夏
公
會
宰
周
公
齊
侯
宋
子
衛

侯
鄭
伯
許
男
曹
伯
干
葵
丘
」
と
あ
り
、
定
公
四
年
に
「
三
月
公
會

劉
子
晉
侯
宋
公
察
侯
衛
侯
陳
子
鄭
伯
許
男
曹
伯
慈
子
祁
子
頓
子
胡

子
膝
子
辞
伯
杞
伯
小
祁
子
齊
國
夏
子
召
陵
侵
楚
」
と
あ
る
。
な
お
、

昭
公
十
二
年
の
公
羊
傭
文
に
「
春
秋
之
信
史
也
其
序
則
齊
桓
晉

文
其
會
則
主
會
者
為
之
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
経
文
の
「
邪
人
」
の
「
人
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、
「
子
」

に
改
め
る
。

鰐
天
王
狩
干
河
陽

⑮
(
「
河
陽
」
は
）
晉
地
で
あ
る
。
今
、
河
内
に
河
陽
縣
が
あ
る
。

晉
は
、
宵
は
、
王
を
よ
び
寄
せ
た
の
で
あ
る
が
、
言
薬
は
逆
で
あ

っ
て
も
、
心
意
は
順
で
あ
っ
た
か
ら
、
経
は
、
「
王
狩
」
〔
王
が
自

主
的
に
狩
を
し
た
〕
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
周
本
紀
「
二
十
年
晉
文
公
召

襄
王
襄
王
會
之
河
陽
餞
土
」
の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
曰
河
陽

晉
之
温
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
下
の
偲
文
に
「
是
會
也
晉
侯
召
王

以
諸
侯
見
且
使
王
狩
仲
尼
曰
以
臣
召
君
不
可
以
訓
故

書
曰
天
王
狩
干
河
陽
言
非
其
地
也
且
明
徳
也
」
と
あ
る
。
な

お
、
注
の
「
僻
逆
」
に
つ
い
て
は
、
公
羊
の
何
注
に
「
時
晉
文
公

年
老
恐
覇
功
不
成
故
上
白
天
子
曰
諸
侯
不
可
卒
致
願
王

居
賤
土
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

翻
壬
申
公
朝
子
王
所

⑮
「
壬
申
」
は
、
十
月
十
日
で
あ
る
。
日
が
あ
っ
て
月
が
な
い
の
は
、

史
官
の
開
文
で
あ
る
。

匿
晉
人
執
衛
侯
蹄
之
干
京
師

⑮
「
人
」
を
稲
し
て
執
え
て
い
る
の
は
、
罪
悪
が
民
に
ま
で
及
ん
だ

か
ら
で
あ
る
。
例
は
、
成
公
十
五
年
に
あ
る
。
諸
侯
が
諸
侯
を
さ

ば
く
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
京
師
に
お
く
っ
た
の
で
あ
る
。

附
成
公
十
五
年
の
偲
文
に
「
書
曰
晉
侯
執
曹
伯
不
及
其
民
也
（
注

悪
不
及
民
）
凡
君
不
道
於
其
民
諸
侯
討
而
執
之
則
曰
某
人
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執
某
侯
（
注
稲
人
示
衆
所
欲
執
）
不
然
則
否
（
注

義
者
）
」
と
あ
る
。

鰐
衛
元
咀
自
晉
復
蹄
子
衛

⑮
元
咀
は
、
衛
侯
と
訟
争
し
、
勝
訴
し
て
蹄
國
し
た
の
で
あ
る
。
國

が
迎
え
た
場
合
の
例
に
従
っ
て
い
る
〔
「
復
蹄
」
と
言
っ
て
い
る
〕

の
は
、
衛
侯
が
民
に
無
道
で
、
國
人
は
元
咀
に
く
み
し
た
、
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
下
の
傭
文
に
「
衛
侯
典
元
咀
訟
（
中
略
）

衛
侯
不
勝
（
中
略
）
執
衛
侯
蹄
之
干
京
師
（
中
略
）
元
咀
蹄
干
衛

立
公
子
瑕
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
成
公
十
八
年
の
偲
文
に
「
凡
去
其
國

國
逆
而
立
之
曰
入
復
其
位
曰
復
蹄
（
注
亦
國
逆
）
諸
侯

納
之
曰
蹄
以
悪
曰
復
入
」
と
あ
り
、
そ
の
疏
に
引
く
『
繹
例
』

に
「
凡
去
其
國
者
通
謂
君
臣
及
公
子
母
弟
也
」
と
あ
る
の
を
参

照。

翻
諸
侯
遂
園
許

⑮
温
に
會
し
た
諸
侯
で
あ
る
。
許
が
ひ
き
つ
づ
い
て
二
度
の
會
に
や

っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
會
し
た
つ
い
で
に
、
い
っ
し
ょ
に
伐
っ

た
の
で
あ
る
。

鰐
曹
伯
襄
復
蹄
子
曹

⑮
晉
は
、
（
曹
の
）
侯
猜
の
言
葉
に
感
じ
入
っ
て
、
曹
伯
を
も
ど
し

謂
身
犯
不

た
か
ら
、
國
が
迎
え
た
場
合
の
例
に
従
っ
て
い
る
〔
「
復
蹄
」
と

言
っ
て
い
る
〕
の
で
あ
る
。

師
下
の
偲
文
に
「
晉
侯
有
疾
曹
伯
之
竪
侯
猜
貨
痙
史
使
曰
以
曹

為
解
（
中
略
）
公
説
復
曹
伯
」
と
あ
る
。
な
お
、
成
公
十
八
年

の
偲
文
に
「
凡
去
其
國
國
逆
而
立
之
曰
入
復
其
位
曰
復

蹄
（
注
亦
國
逆
）
諸
侯
納
之
曰
蹄
以
悪
曰
復
入
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

鰐
遂
會
諸
侯
園
許

⑮
「
遂
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
も
ど
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
、
そ

の
ま
ま
行
き
、
（
一
旦
）
國
に
蹄
ら
な
か
っ
た
、
か
ら
で
あ
る
。

附
襄
公
十
年
の
博
文
に
「
書
曰
遂
滅
偏
陽
言
自
會
也
」
と
あ
り
、

注
に
「
言
其
因
會
以
滅
國
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
穀
梁
博

文
に
「
遂
紺
事
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
二
十
八
年
春
晉
侯
将
伐
曹
椴
道
子
衛

⑮
曹
は
衛
の
東
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

圃
衛
人
弗
許
還
自
河
南
滞

⑮
汲
郡
か
ら
南
べ
渡
り
‘
衛
の
南
に
出
て
東
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

附
偲
文
の
「
河
南
」
は
、
「
南
河
」
に
作
る
本
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、

『
史
記
』
衛
世
家
に
「
晉
更
従
南
河
度
」
と
あ
り
、
〈
集
解
〉
に

「
服
虔
曰
南
河
清
南
之
東
南
流
河
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
注

の
文
か
ら
推
し
て
、
杜
預
の
よ
っ
た
本
は
、
「
河
南
」
に
作
っ
て
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い
た
よ
う
で
あ
る
〔
？
〕
。

圃
侵
曹
伐
衛
正
月
戊
申
取
五
鹿

⑮
「
五
鹿
」
は
、
衛
地
で
あ
る
。

附
二
十
三
年
の
偲
文
「
過
衛
衛
文
公
不
證
焉
出
於
五
鹿
」
の
注

に
「
五
鹿
衛
地
今
衛
縣
西
北
有
地
名
五
鹿
陽
平
元
城
縣
東

亦
有
五
鹿
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
二
月
晉
郁
穀
卒
原
診
将
中
軍
晋
臣
佐
下
軍
上
徳
也

⑮
先
診
〔
原
診
〕
が
、
下
軍
の
佐
か
ら
、
順
を
と
び
こ
え
て
（
一
畢

に
）
中
軍
の
将
に
な
っ
た
か
ら
、
「
徳
を
尚
ん
だ
」
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
晋
臣
」
は
、
司
空
季
子
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
國
語
』
晉
語
四
「
郁
穀
卒
使
先
診

代
之
」
の
拿
注
に
「
従
下
軍
之
佐
超
将
中
軍
偲
曰
尚
徳
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
二
十
七
年
の
偲
文
に
「
乃
使
郁
穀
賠

中
軍
（
中
略
）
使
槃
枝
将
下
軍
先
診
佐
之
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
二
十
三
年
の
偲
文
に
「
司
空
季
子
」
と

あ
り
、
注
に
「
脊
臣
臼
季
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
侯
齊
侯
盟
子
緻
孟

⑮
「
敏
孟
」
は
、
衛
地
で
あ
る
。

圃
衛
侯
請
盟
晉
人
弗
許
衛
侯
欲
典
楚
國
人
不
欲
故
出
其
君

以
説
干
晉
衛
侯
出
居
干
襄
牛

⑮
「
襄
牛
」
は
、
衛
地
で
あ
る
。

附
『
史
記
』
晉
世
家
「
衛
侯
居
襄
牛
」
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰

衛
地
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
公
子
買
戌
衛

⑮
晉
が
衛
を
伐
っ
た
が
、
衛
は
楚
の
姻
戚
で
あ
り
、
魯
は
、
楚
に
味

方
し
よ
う
と
し
た
か
ら
、
衛
を
ま
も
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
楚
人
救
衛
不
克
公
憚
於
晉
殺
子
叢
以
説
焉

⑮
子
叢
を
よ
び
も
ど
し
て
殺
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
晉
に
謝
罪
し
た

の
で
あ
る
。

圃
謂
楚
人
曰
不
卒
戌
也

⑮
い
つ
わ
っ
て
、
楚
人
に
「
子
叢
は
、
守
備
の
任
務
を
果
た
さ
ず
に

蹄
國
し
た
か
ら
、
殺
し
た
」
と
告
げ
た
の
で
あ
る
。
（
な
お
、
偲

で
は
）
子
叢
を
殺
し
た
こ
と
が
、
楚
が
衛
を
救
援
し
た
こ
と
の
下

に
あ
る
の
に
、
経
で
上
に
あ
る
の
は
、
衛
を
救
援
し
た
こ
と
の
赴

告
が
お
く
れ
て
到
着
し
た
か
ら
で
あ
る
。

附
注
の
最
初
の
「
謂
」
は
、
諸
本
に
従
っ
て
、
「
詐
」
に
改
め
る
。

圃
晉
侯
園
曹
門
焉
多
死

⑮
曹
の
城
門
を
攻
め
た
の
で
あ
る
。

附
旺
公
十
八
年
の
傭
文
「
遂
門
干
楚
」
の
注
に
「
攻
楚
城
門
」
と
あ

る
の
を
参
照
。
な
お
、
そ
の
附
も
参
照
。

圃
曹
人
戸
諸
城
上

⑮
晉
の
死
人
を
城
の
上
に
さ
ら
し
た
の
で
あ
る
。

(110) 



2655 

圃
晉
侯
患
之
聴
輿
人
之
謀
曰
稲
舎
於
墓

⑮
「
輿
」
は
、
衆
で
あ
る
。
「
墓
地
で
宿
管
す
る
」
と
は
、
家
を
あ

ば
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
輿
衆
也
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
八
年
の
偲
文
「
輿
嬰
哀

克
殺
馬
毀
玉
以
葬
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
國

語
』
晉
語
三
「
輿
人
誦
之
」
の
掌
注
に
「
輿
衆
也
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

な
お
、
こ
こ
の
偲
文
に
つ
い
て
は
、
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
に
「
正

義
曰
此
謀
字
或
作
誦
渉
下
文
而
誤
耳
謂
渉
下
文
輿
人
之
誦

曰
而
誤
也
家
大
人
曰
曰
字
亦
渉
下
文
而
術
鄭
注
射
義
曰

稲
猶
言
也
輿
人
之
謀
言
舎
於
墓
也
稲
上
不
常
復
有
曰
字

唐
石
鰹
已
誤
術
通
典
兵
十
五
太
平
御
覧
兵
部
四
十
五
引
此

皆
無
日
字
」
と
あ
る
。

圃
師
遷
焉
曹
人
兇
憚

⑮
曹
人
の
墓
地
ま
で
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
「
兇
兇
」
は
、
恐
憫
す

る
整
で
あ
る
。

附
『
説
文
』
に
「
兇
擾
恐
也
（
中
略
）
春
秋
偲
曰
曹
人
兇
憫
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
會
箋
』
に
「
石
鰹
宋
本
倶
不
畳
兇

字
注
云
兇
兇
恐
櫂
整
則
杜
本
畳
兇
字
必
芙
」
と
あ
る
。

圃
為
其
所
得
者
棺
而
出
之
因
其
兇
也
而
攻
之
三
月
丙
午
入
曹

敷
之
以
其
不
用
偕
負
覇
而
乗
軒
者
三
百
人
也
且
曰
猷
欣

⑮
「
軒
」
は
、
大
夫
の
車
で
あ
る
。
徳
も
な
い
の
に
位
に
居
る
者
が

多
か
っ
た
か
ら
、
勤
務
吠
況
（
の
報
告
書
）
を
求
め
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

附
注
の
「
軒
大
夫
車
」
に
つ
い
て
は
、
関
公
二
年
の
傭
文
「
鶴
有

乗
軒
者
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
そ
の
附
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
異
説
と
し
て
、
恵
棟
『
春
秋
左
偲
補
註
』

に
「
猷
欣
謂
観
欣
也
先
責
其
用
人
之
過
然
後
誅
観
欣
之
睾

以
示
非
悪
報
也
」
と
あ
り
、
ま
た
、
沈
欽
韓
『
春
秋
左
氏
偲
補

注
』
に
「
杜
預
言
無
徳
居
位
者
多
故
責
其
功
欣
非
也
按
晉

語
文
公
誅
観
朕
以
伐
鄭
注
盾
尚
書
云
誅
曹
観
欣
之
罪
還

而
伐
鄭
観
朕
即
観
馴
脅
之
欣
責
其
罪
猶
今
之
供
罪
也
」
と

あ
る
。
ち
な
み
に
、
二
十
三
年
の
傭
文
に
「
及
曹
曹
共
公
聞
其

駅
脅
欲
観
其
裸
浴
薄
而
観
之
」
と
あ
る
。

圃
令
無
入
偕
負
覇
之
宮
而
免
其
族
報
施
也

⑮
食
物
と
璧
の
恩
恵
に
報
い
た
の
で
あ
る
。

附
二
十
三
年
の
偲
文
に
「
倍
負
覇
之
妻
曰
吾
観
晉
公
子
之
従
者

皆
足
以
相
國
若
以
相
夫
子
必
反
其
國
反
其
國
必
得
志
於

諸
侯
得
志
於
諸
侯
而
誅
無
證
曹
其
首
也
子
去
皿
蚤
自
凱
焉

乃
餓
盤
殖
寵
璧
焉
公
子
受
娘
反
璧
」
と
あ
る
。

圃
魏
墜
顧
頷
怒
曰
勢
之
不
圏
報
於
何
有

⑮
二
子
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
逃
亡
に
随
行
し
た
と
い
う
功
勢
が
あ
っ

た
（
か
ら
で
あ
る
）
。

附
二
十
三
年
の
傭
文
に
「
遂
奔
秋

従
者

狐
偶
趙
衰
順
頷
魏
武
子
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（
注
武
子

圃
熱
信
負
覇
氏

⑮
「
熱
」
は
、
燒
で
あ
る
。

附
昭
公
二
十
七
年
の
偲
文
「
将
師
退
遂
令
攻
郁
氏
且
熱
之
」
の

注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
説
文
』
に
「
熱
燒
也
（
中

略
）
春
秋
傭
曰
燕
倍
負
覇
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
魏
壁
傷
於
胃
公
欲
殺
之
而
愛
其
材

⑮
「
材
」
は
、
力
で
あ
る
。

圃
使
問
且
視
之
病
将
殺
之
魏
轡
束
胃
見
使
者
曰
以
君
之
霰

不
有
寧
也

⑮
(
「
不
有
寧
」
と
は
）
病
氣
の
た
め
に
安
静
〔
安
逸
〕
に
し
て
い

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
〔
元
氣
で
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
〕
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
成
公
十
六
年
の
偲
文
「
敢
告
不
寧
君
命
之
辱
」
の
注
に
「
以
君
辱

賜
命
故
不
敢
自
安
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、

恵
棟
『
春
秋
左
傭
補
註
』
に
「
劉
絃
規
過
以
傷
為
寧
不
有
寧

謂
不
有
損
傷
半
農
先
生
曰
古
人
多
反
語
如
甘
為
苦
治
為

胤
皆
是
以
傷
為
寧
亦
有
理
」
と
あ
り
、
ま
た
、
安
井
衡

偲
輯
繹
』
に
「
不
有
寧
也
反
語
言
有
寧
也
」
と
あ
る
。

圃
距
躍
三
百
曲
踊
三
百

R
「
距
躍
」
は
、
超
越
で
あ
り
、
「
曲
踊
」
は
、
跳
踊
で
あ
る
。

は
、
勘
〔
は
げ
む
〕
と
同
じ
で
あ
る
。

魏
壁
）
司
空
季
子
」
と
あ
る
。

附
注
の
前
半
は
、
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
顧
炎
武
『
左

偲
杜
解
補
正
』
に
「
郡
氏
曰
躍
踊
者
皆
絶
地
而
起
所
謂
跳

也

距

躍

直

跳

也

曲

踊

横

跳

也

横

跳

必

先

直

而

旋

故

不
曰
横
而
曰
曲
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
異
説
が
あ
る
。
今
、
そ
の
中
の

―
つ
を
あ
げ
て
お
く
と
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』
に
「
倅
願
熔
云

（
中
略
）
百
典
栢
同
説
文
栢
附
也
謂
合
手
栢
附
如
鼓

喋
之
欣
距
躍
曲
踊
者
其
足
勢
三
百
者
其
手
勢
也
」
と
あ

る。

圃
乃
舎
之
殺
顧
頷
以
狗
干
師
立
舟
之
僑
以
為
戎
右

⑮
「
舟
之
僑
」
は
、
も
と
琥
の
臣
で
、
閲
公
二
年
に
晉
に
奔
っ
て
い

た
。
こ
れ
を
魏
轡
の
代
わ
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
の
偲
文

は
、
下
の
）
「
先
蹄
」
の
た
め
に
本
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。

師
関
公
二
年
の
偲
文
に
「
春
猜
公
敗
犬
戎
干
渭
訥
舟
之
僑
曰
無

徳
而
緑
残
也
残
将
至
芙
遂
奔
晉
」
と
あ
り
、
注
に
「
舟
之

僑
琥
大
夫
」
と
あ
る
。
ま
た
、
二
十
七
年
の
傭
文
に
「
魏
墜
為

右
」
と
あ
る
。
ま
た
、
下
の
偲
文
に
「
舟
之
僑
先
蹄
」
と
あ
る
。

圃
宋
人
使
門
手
般
如
晉
師
告
急

⑮
「
門
弄
般
」
は
、
宋
の
大
夫
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
「
宋
人
使
門
手
班
告
急
於
晉
」
の
章
注
に
「
門

手
班
宋
大
夫
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
公
曰
宋
人
告
急
舎
之
則
絶
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R
晉
と
断
絶
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
「
公
告
大
夫
曰
宋
人
告
急
舎
之
則
宋
絶
」

の
拿
注
に
「
舎
不
救
宋
則
宋
降
楚
典
我
絶
芙
」
と
あ
る
の
を

参
照
。

圃
告
楚
不
許
我
欲
戦
芙
齊
秦
未
可
若
之
何

⑮
戦
う
こ
と
に
同
意
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
『
厩
語
』
晉
語
四
に
「
我
欲
架
楚
齊
秦
不
欲
其
若
之
何
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圃
先
診
曰
使
宋
舎
我
而
賂
齊
秦

⑮
救
援
を
（
晉
に
で
は
な
く
て
）
齊
・
秦
に
求
め
（
さ
せ
）
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
藉
之
告
楚

⑮
（
宋
に
）
齊
・
秦
を
か
り
て
、
宋
の
た
め
に
請
願
し
て
も
ら
う
（
よ

う
に
さ
せ
る
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
宣
公
十
二
年
の
偲
文
「
敢
藉
君
霰
以
滞
楚
師
」
の
注
に
「
藉
猶
椴

借
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
晉
語
四
「
藉
之
告

楚
」
の
掌
注
に
「
借
典
齊
秦
之
勢
使
請
宋
於
楚
」
と
あ
る
の
を

参
照
。

圃
我
執
曹
君
而
分
曹
衛
之
田
以
賜
宋
人
楚
愛
曹
衛
必
不
許
也

⑮
齊
・
秦
の
請
願
を
き
き
い
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
「
必
不
許
齊
秦
」
の
掌
注
に
「
楚
必
不
許
齊
秦

之
請
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
喜
賂
怒
頑
能
無
戦
乎

⑮
齊
・
秦
は
、
宋
の
賂
を
得
た
こ
と
を
喜
び
、
楚
の
頑
固
さ
を
怒
る

か
ら
、
き
っ
と
自
主
的
に
参
戦
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
請

願
が
通
じ
な
い
か
ら
、
「
頑
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圃
公
説
執
曹
伯
分
曹
衛
之
田
以
界
宋
人
楚
子
入
居
干
申

⑮
申
は
方
城
内
に
あ
っ
た
か
ら
、
「
入
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

附
四
年
の
偲
文
に
「
楚
國
方
城
以
為
城
漢
水
以
為
池
」
と
あ
る
の

を
参
照
。
ま
た
、
哀
公
十
七
年
の
偲
文
に
「
影
仲
爽
申
伴
也

文
王
以
為
令
弔
宵
縣
車
息
」
と
あ
り
、
注
に
「
楚
文
王
滅
申
息

以
為
縣
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
使
申
叔
去
穀

⑮
二
十
六
年
に
申
叔
は
穀
の
守
備
に
つ
い
た
。

附
二
十
六
年
の
博
文
に
「
冬
楚
令
弄
子
玉
司
馬
子
西
帥
師
伐
宋
園
婚

公
以
楚
師
伐
齊
取
穀
（
中
略
）
質
桓
公
子
薙
於
穀
易
牙
奉
之

以
為
魯
援
楚
申
公
叔
侯
戌
之
」
と
あ
り
、
注
に
「
為
二
十
八
年

楚
子
使
申
叔
去
穀
張
本
」
と
あ
る
。

圃
使
子
玉
去
宋
曰
無
従
晉
師
晉
侯
在
外
十
九
年
芙
而
果
得

晉
國

⑮
晉
侯
は
、
生
ま
れ
て
十
七
年
で
出
奔
し
、
出
奔
し
て
十
九
年
で
も

ど
っ
た
。
合
計
し
て
三
十
六
年
、
（
四
年
を
く
わ
え
）
こ
こ
に
至

っ
て
四
十
歳
で
あ
っ
た
。

附
昭
公
十
三
年
の
傭
文
に
「
生
十
七
年

有
士
五
人
」
と
あ
り
、
注
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に
「
狐
個
趙
衰
顧
頷
魏
武
子
司
空
季
子
五
士
従
出
」
と
あ
る
の
を

参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
晉
語
四
に
「
晉
公
子
生
十
七
年
而
亡
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
晉
侯
が
も
ど
っ
た
の
は
、
魯
の
偕
公

二
十
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。

圃
瞼
阻
銀
難
備
嘗
之
芙
民
之
情
偽
霊
知
之
芙
天
椴
之
年

⑮
猷
公
の
遺
子
九
人
の
う
ち
、
文
公
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
た
か
ら
、

「
天
が
こ
れ
に
年
を
か
し
た
〔
長
生
き
を
さ
せ
た
〕
」
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

附
二
十
四
年
の
偲
文
に
「
猷
公
之
子
九
人
唯
君
在
芙
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

圃
而
除
其
害

⑮
恵
（
公
）
．
懐
（
公
）
．
呂
（
甥
）
・
郁
（
菌
）
を
と
り
除
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

顕
一
十
三
年
の
偲
文
に
「
九
月
晉
恵
公
卒
」
と
あ
り
、
二
十
四
年
の

偲
文
に
「
戊
申
使
殺
懐
公
干
高
梁
（
中
略
）
呂
郁
畏
偏
賠
焚
公

宮
而
試
晉
侯
（
中
略
）
己
丑
晦
公
宮
火
瑕
甥
郁
蔚
不
獲
公
乃

如
河
上
秦
伯
誘
而
殺
之
」
と
あ
る
。

圃
天
之
所
置
其
可
限
乎
軍
志
曰
允
嘗
則
蹄

⑮
過
分
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
〔
ほ
ど
ほ
ど
に
せ
よ
〕
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
軍
志
」
は
、
兵
書
で
あ
る
。

附
襄
公
二
十
五
年
の
傭
文
「
仲
尼
曰
志
有
之
」
の
注
に
「
志

と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
又
曰
芙
⑮
今
こ
こ
で
、
晉
と
あ
た
る
に
は
、
こ
の
三
條
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
子
玉
使
伯
募
請
戦

⑮
「
伯
募
」
は
、
子
越
椒
で
、
闘
伯
比
の
孫
で
あ
る
。

附
文
公
九
年
の
偲
文
に
「
冬
楚
子
越
椒
来
聘
」
と
あ
り
、
注
に
「
子

越
椒
令
手
子
文
従
子
」
と
あ
る
。
ま
た
、
桓
公
六
年
の
偲
文
に

「
闘
伯
比
言
干
楚
子
曰
」
と
あ
り
、
注
に
「
闊
伯
比
楚
大
夫

令
甲
子
文
之
父
」
と
あ
る
。
な
お
、
偲
・
注
の
「
答
」
は
、
校
勘

記
に
従
っ
て
、
「
募
」
に
改
め
る
。

圃
曰
非
敢
必
有
功
也
願
以
間
執
譲
懸
之
口

⑮
「
間
執
」
は
‘
塞
〔
ふ
さ
ぐ
〕
と
同
じ
で
あ
る
。
「
謁
懸
」
と
は
、

”
子
玉
は
三
百
乗
を
ひ
き
い
て
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
“
と
い
う

鷲
買
の
検
言
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。

附
『
史
記
』
晉
世
家
「
子
玉
請
曰
非
敢
必
有
功
願
以
間
執
謁
懇

之
口
也
」
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰
子
玉
非
敢
求
有
大
功
但

欲
執
鷲
買
謁
懸
之
口
謂
子
玉
過
三
百
乗
不
能
入
也
」
と
あ
る
の

を
参
照
。
な
お
、
二
十
七
年
の
偲
文
に
「
蓋
買
尚
幼
後
至
不

賀
子
文
問
之
劉
曰
（
中
略
）
子
玉
剛
而
無
證
不
可
以
治
民

過
三
百
乗
其
不
能
以
入
芙
」
と
あ
る
。

圃
王
怒
少
典
之
師
唯
西
廣
東
宮
典
若
敷
之
六
卒
宵
従
之

知
難
而
退

又
曰

有
徳
不
可
敵

此
三
志
者

晉
之
謂
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⑮
楚
子
は
‘
申
に
も
ど
り
、
こ
れ
ら
の
兵
を
派
遣
し
て
、
以
前
に
宋

を
園
ん
だ
士
衆
に
附
従
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
楚
に
は
、
左
・
右
の

廣
が
あ
り
、
ま
た
、
大
子
に
宮
甲
が
あ
っ
た
か
ら
、
（
つ
ま
り
）

そ
の
一
部
分
を
取
っ
て
、
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。
「
若
放
」
は
、

楚
の
武
王
の
祖
父
で
、
若
放
（
の
地
）
に
葬
ら
れ
た
者
で
あ
る
。

子
玉
の
祖
で
あ
る
。
「
六
卒
」
と
は
、
子
玉
の
宗
人
〔
同
族
〕
の

兵
六
百
人
で
あ
る
。
師
の
す
べ
て
を
つ
け
た
し
て
は
や
ら
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
注
の
「
楚
有
左
右
廣
」
に
つ
い
て
は
、
宣
公
十
二
年
の
傭
文
に
「
其

君

之

戎

分

為

二

廣

廣

有

一

卒

卒

偏

之

雨

右

廣

初

駕

敷
及
日
中
左
則
受
之
以
至
干
昏
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
又
大
子
有
宮
甲
」
に
つ
い
て
は
、
文
公
元
年
の
博
文
に
「
冬

十
月
以
宮
甲
園
成
王
」
と
あ
り
、
注
に
「
大
子
宮
甲
信
二
十
八

年
王
以
東
宮
卒
従
子
玉
蓋
取
此
宮
甲
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
若
赦
楚
武
王
之
祖
父
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
楚
世

家
に
「
二
十
七
年
若
赦
卒
子
熊
炊
立
是
廊
雷
敷
雷
赦
六
年

卒
子
熊
詢
立
是
為
蛉
冒
（
中
略
）
紛
冒
十
七
年
卒
紛
冒
弟

熊
通
試
蛉
冒
子
而
代
立
是
為
楚
武
王
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
葬
若
赦
者
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
元
年
の
偲
文
に
「
葬
王

干
郎
謂
之
郎
赦
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
同
十
三
年
の
傭

文
に
「
葬
子
干
干
砦
質
砦
敷
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
こ

れ
ら
に
よ
れ
ば
、
注
の
「
赦
」
は
、
あ
る
い
は
、
術
文
か
も
し
れ

な
い
〔
？
〕
。

注
の
「
子
玉
之
祖
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
國
語
』
晉
語
四
「
令
手

子
玉
曰
請
殺
晉
公
子
」
の
章
注
に
「
子
玉
楚
若
赦
之
曾
孫

令
手
成
得
臣
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
六
卒
子
玉
宗
人
之
兵
六
百
人
」
に
つ
い
て
は
‘
宣
公
十

二
年
の
傭
文
「
廣
有
一
卒
卒
偏
之
雨
」
の
注
に
「
司
馬
法

百
人
廊
卒
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
周
證
』
司
馬
の
序
官

に
「
百
人
為
卒
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
子
玉
使
宛
春
告
於
晉
師
曰
請
復
衛
侯
而
封
曹
臣
亦
繹
宋
之
園

⑮
衛
侯
は
覚
を
出
て
お
ら
ず
、
曹
伯
は
執
え
ら
れ
て
宋
に
い
た
が
、

（
い
づ
れ
も
）
す
で
に
位
を
失
っ
て
い
た
か
ら
、
「
衛
を
も
ど
し
、

曹
を
か
え
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

附
上
の
博
文
に
「
衛
侯
欲
典
楚
國
人
不
欲
故
出
其
君
以
説
干
晉

衛
侯
出
居
干
襄
牛
（
注
襄
牛
衛
地
）
」
と
あ
り
、
ま
た
、

「
公
説
執
曹
伯
分
曹
衛
之
田
以
界
宋
人
」
と
あ
る
。

な
お
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
於
是
子
玉
使
宛
春
告
晉
」
の
〈
集
解
〉

に
「
買
遣
曰
宛
春
楚
大
夫
」
と
あ
る
。

圃
子
犯
曰
子
玉
無
證
哉
君
取
一
臣
取
二

⑮
「
君
が
―
つ
を
取
る
」
と
は
‘
宋
の
園
み
を
と
く
こ
と
〔
一
事
〕

を
晉
侯
に
恵
典
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
臣
が
二
つ
を
取

る
」
と
は
、
曹
と
衛
と
を
も
ど
す
こ
と
〔
二
事
〕
を
自
分
の
功
績

に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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圃
不
可
失
芙

R
伐
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
先
診
曰
子
典
之
定
人
之
謂
證
楚
一
言
而
定
三
國
我
一

而
亡
之
我
則
無
橙
何
以
戦
乎
不
許
楚
言
是
棄
宋
也
救

而
棄
之
謂
諸
侯
何

⑮
諸
侯
に
怪
し
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
異
説
と
し
て
、
安
井
衡
『
左
傭
輯
繹
』
に
「
謂
告
也
言
告
諸

侯
将
以
何
僻
杜
解
為
諸
侯
謂
何
未
是
」
と
あ
る
。

圃
楚
有
三
施
我
有
三
怨
怨
誰
已
多
将
何
以
戦
不
如
私
許
復

曹
衛
以
捕
之

⑮
ひ
そ
か
に
二
國
を
許
し
て
、
楚
に
絶
交
を
通
告
さ
せ
、
そ
の
後
で

二
國
を
も
ど
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
捕
」
は
、
離
で
あ
る
。

附
下
の
偲
文
に
「
曹
衛
告
絶
於
楚
」
と
あ
る
。
な
お
、
注
の
「
描

離
也
」
に
つ
い
て
は
、
七
年
の
傭
文
「
招
播
以
證
懐
遠
以
徳
」

の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。

圃
執
宛
春
以
怒
楚
既
戦
而
後
岡
之

⑮
勝
負
が
決
す
る
の
を
ま
っ
て
、
計
略
を
定
め
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

圃
公
説
乃
拘
春
於
衛
且
私
許
復
曹
衛
曹
衛
告
絶
於
楚
子
玉

怒

従

晉

師

晉

師

退

軍

吏

曰

以

君

辟

臣

辱

也

且

楚

師

老
芙
何
故
退
子
犯
曰
師
直
為
牡
曲
為
老
登
在
久
乎

微
楚
之
恵
不
及
此

⑮
重
耳
が
楚
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
、
楚
の
成
王
は
（
無
事
に
）
お
く

り
出
し
て
く
れ
た
。

附
二
十
三
年
の
偲
文
に
「
及
楚
楚
子
饗
之
（
中
略
）
子
玉
請
殺
之

（
中
略
）
乃
送
諸
秦
」
と
あ
る
。

な
お
、
偲
文
の
「
登
在
久
芙
」
の
「
芙
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、

「
乎
」
に
改
め
る
。

圃
退
三
舎
辟
之
所
以
報
也

⑮
一
舎
は
、
三
十
里
で
あ
る
。
か
つ
て
楚
子
が
「
も
し
國
に
か
え
れ

た
ら
、
ど
ん
な
お
轄
を
私
に
下
さ
る
か
」
と
言
っ
た
か
ら
、
（
今

こ
こ
で
）
三
舎
し
り
ぞ
く
こ
と
を
お
證
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る。

附
二
十
三
年
の
偲
文
に
「
及
楚
楚
子
饗
之
日
公
子
若
反
晉
國

則
何
以
報
不
穀
（
中
略
）
射
曰
若
以
君
之
霊
得
反
晉
國
晉

楚
治
兵
遇
於
中
原
其
辟
君
三
舎
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
史
記
』

晉
世
家
「
請
辟
王
三
舎
」
の
〈
集
解
〉
に
「
貰
遣
曰
（
中
略
）
三

舎
九
十
里
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
背
恵
食
言
以
冗
其
饂

⑮
「
i

几
」
は
‘
嘗
〔
あ
た
る
〕
と
同
じ
で
あ
る
。
「
饂
」
と
は
、
楚

の
こ
と
を
い
う
。

附
注
の
「
冗
猶
嘗
也
」
に
つ
い
て
は
、
襄
公
十
四
年
の
偲
文
「
戎
冗

其
下
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、
陸
簗

『
左
偲
附
注
』
に
「
冗
蔽
也
饂
謂
宋
宋
者
楚
之
饂
外
偲
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所
謂
未
報
楚
恵
而
冗
宋
者
也
」
と
あ
り
、
ま
た
、
王
引
之
『
鰹
義

述
聞
』
に
「
家
大
人
曰
杜
訓
冗
為
常
故
以
饂
為
楚
其
宵
非

也
此
言
冗
者
抒
蔽
之
意
冗
其
饂
謂
冗
楚
之
饂
也
楚
之

饂
謂
宋
也
冗
楚
之
饂
者
楚
攻
宋
而
晉
廊
之
抒
蔽
也
晉
語
曰

未
報
楚
恵
而
抗
宋
是
其
明
證
芙
凡
抒
禦
人
謂
之
冗
為
人

抒
禦
亦
謂
之
冗
義
相
因
也
」
と
あ
る
。

圃
我
曲
楚
直
其
衆
素
飽
不
可
謂
老

⑮
直
の
氣
が
渦
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
『
國
語
』
晉
語
四
に
「
其
衆
莫
不
生
氣
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
我
退
而
楚
還
我
将
何
求
若
其
不
還
君
退
臣
犯
曲
在
彼
芙

退
三
舎
楚
衆
欲
止
子
玉
不
可
夏
四
月
戊
辰
晉
侯
宋
公
齊

國
蹄
父
崖
夭
秦
小
子
愁
次
子
城
椴

⑮
「
國
蹄
父
」
・
「
雀
夭
」
は
、
齊
の
大
夫
で
あ
る
。
「
小
子
愁
」
は
、

秦
の
穆
公
の
子
で
あ
る
。
「
城
韻
」
は
、
衛
地
で
あ
る
。

附
『
史
記
』
晉
世
家
「
四
月
戊
辰
宋
公
齊
将
秦
将
典
晉
侯
次
城
憬
」

の
〈
集
解
〉
に
「
質
達
曰
衛
地
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
楚
師
背
椰
而
舎

⑮
「
椰
」
は
‘
丘
陵
が
瞼
阻
な
場
合
の
よ
び
名
で
あ
る
。

圃
晉
侯
患
之
聴
輿
人
之
誦

⑮
士
衆
が
瞼
阻
を
畏
れ
る
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
、
彼
ら
の
歌
誦
に

耳
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。

附
上
の
偲
文
「
晉
侯
患
之

聴
輿
人
之
謀
」
の
注
に
「
輿

衆
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
曰
原
田
毎
毎
舎
其
晉
而
新
是
謀

⑮
高
く
て
平
ら
な
と
こ
ろ
を
「
原
」
と
い
う
。
晉
の
軍
は
、
原
田
の

草
が
毎
毎
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
盛
ん
で
あ
る
か
ら
、
新
功
を
立

て
る
こ
と
を
謀
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
普
恩
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
喩
え
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
昭
公
元
年
の
公
羊
偲
文
に
「
上
平
曰
原
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
桓
公
元
年
の
偲
文
「
秋
大
水
凡
平

原
出
水
為
大
水
」
の
注
に
は
「
廣
平
曰
原
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
『
説
文
』
に
「
毎
卿
盛
上
出
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圃
公
疑
焉

⑮
士
衆
が
、
自
分
〔
公
〕
に
、
普
に
背
き
新
を
謀
れ
と
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
子
犯
曰
戦
也
戦
而
捷
必
得
諸
侯
若
其
不
捷
表
裏
山
河

必
無
害
也

⑮
晉
の
國
は
、
（
大
）
河
を
外
に
し
、
（
高
）
山
を
内
に
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
公
曰
若
楚
恵
何
槃
貞
子
曰
漢
陽
諸
姫
楚
質
盛
之

⑮
「
貞
子
」
は
、
渠
枝
で
あ
る
。
川
の
北
側
を
「
陽
」
と
い
う
。
姫

姓
の
國
で
漢
水
の
北
側
に
あ
っ
た
者
は
、
楚
が
す
べ
て
滅
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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附
注
の
「
貞
子
槃
枝
也
」
に
つ
い
て
は
、
二
十
七
年
の
偲
文
「
命

趙
衰
為
卿
譲
於
槃
枝
先
診
」
の
注
に
「
繋
枝
貞
子
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

注
の
「
水
北
日
陽
」
に
つ
い
て
は
、
「
天
王
守
干
河
陽
」
の
穀
梁

偲
文
に
「
水
北
為
陽
山
南
為
陽
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
思
小
恵
而
忘
大
恥
不
如
戦
也
晉
侯
夢
典
楚
子
捕

⑮
「
博
」
と
は
、
素
手
で
躙
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
楚
子
伏
己
而
監
其
脳

⑮
「
盟
」
は
、
睫
〔
す
す
る
〕
で
あ
る
。

附
疏
に
「
服
虔
云
如
俗
語
相
罵
云
睛
女
脳
芙
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
是
以
櫂
子
犯
曰
吉
我
得
天
楚
伏
其
罪
吾
且
柔
之
芙

⑮
晉
侯
は
上
を
向
い
て
い
た
か
ら
、
”
天
を
得
る
“
の
で
あ
り
、
楚

子
は
下
の
地
を
向
い
て
い
た
か
ら
；
罪
に
伏
す
る
“
の
で
あ
る
。

脳
は
、
物
を
”
柔
ら
か
く
す
る
“
（
た
め
の
）
も
の
で
あ
る
。
子

犯
は
、
事
情
を
よ
く
の
み
こ
ん
で
い
た
か
ら
、
機
縛
を
き
か
せ
て

夢
に
苔
え
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
脳
所
以
柔
物
」
に
つ
い
て
は
、
梁
履
縄
『
左
通
補
繹
』

に
「
脳
能
熟
物
皮
氏
録
曰
羊
脳
猪
脳
男
子
食
之
損
精
氣

又
云
羊
脳
食
之
令
五
蔵
消
也
（
高
似
孫
緯
略
九
）
考
工
記

曰
角
之
本
歴
於
制
而
休
於
氣
是
故
柔
柔
故
欲
其
執
也

制
脹
同
解
云
言
角
之
本
近
於
制
得
和
照
之
氣
故
柔
柔

欲
其
刑
之
自
曲
反
是
為
執
也
（
見
弓
人
）
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

得
臣
典
寓
目
焉

優
皮
也
」
と
あ
る
の
も
参
照
。

な
お
、
『
廣
韻
』
に
「
脳

圃
子
玉
使
闘
勃
請
戦

⑮
「
闊
勃
」
は
、
楚
の
大
夫
で
あ
る
。

圃
曰
請
典
君
之
士
戯
君
凋
試
而
観
之

R
「
寓
」
は
、
寄
で
あ
る
。

附
成
公
二
年
の
偲
文
「
請
寓
乗
」
の
注
及
び
襄
公
二
十
四
年
の
偲
文

「
子
産
寓
書
於
子
西
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
證

記
』
曲
證
下
「
大
夫
寓
祭
器
於
大
夫
」
の
注
に
「
寓
寄
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
呉
語
「
民
生
於
地
上
寓
也
」

の
章
注
に
「
寓
寄
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
侯
使
槃
枝
射
曰
寡
君
聞
命
芙
楚
君
之
恵
未
之
敢
忘
是

以
在
此
為
大
夫
退
其
敢
嘗
君
乎
既
不
獲
命
芙

R
停
戦
の
命
を
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
二
十
三
年
の
傭
文
「
其
辟
君
三
舎
若
不
獲
命
」
の
注
に
「
三
退

不
得
楚
止
命
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
敢
煩
大
夫
謂
二
三
子

⑮
躙
勃
を
煩
わ
し
て
、
子
玉
や
子
西
た
ち
に
っ
た
え
さ
せ
る
、
と
い

う
J
と
で
あ
る
。

圃
戒
爾
車
乗
敬
爾
君
事
詰
朝
将
見

⑮
「
詰
朝
」
は
、
平
旦
で
あ
る
。

附
成
公
二
年
の
偲
文
「
詰
朝
請
見
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な

お
、
成
公
十
六
年
の
偲
文
「
詰
朝
爾
射
」
の
注
に
「
詰
朝
猶
明
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（
下
に
）

朝
」
と
あ
り
、
襄
公
十
四
年
の
博
文
「
詰
朝
之
事
爾
無
典
焉
」

の
注
に
「
詰
朝
明
旦
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
『
小

爾
雅
』
廣
訓
に
「
詰
朝
明
旦
也
」
と
あ
る
。

圃
晉
車
七
百
乗
阻
靭
軟
絆

⑮
(
「
車
七
百
乗
」
と
は
）
五
萬
二
千
五
百
人
で
あ
る
。
背
に
つ
け

る
の
を
「
阻
」
と
い
い
、
胸
に
つ
け
る
の
を
「
靭
」
と
い
い
‘
腹

に
つ
け
る
の
を
「
峡
」
と
い
い
、
足
に
つ
け
る
の
を
「
絆
」
と
い

う
。
（
つ
ま
り
、
「
梱
靭
帥
絆
」
と
は
）
兵
車
の
装
備
が
と
と
の
っ

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
五
萬
二
千
五
百
人
」
に
つ
い
て
は
、
隠
公
元
年
の
傭
文
「
命

子
封
帥
車
二
百
乗
以
伐
京
」
の
注
に
「
古
者
兵
車
一
乗
甲
士

三
人
歩
卒
七
十
二
人
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
侯
登
有
幸
之
虚
以
観
師
曰
少
長
有
證
其
可
用
也

⑮
「
有
幸
」
は
、
古
國
の
名
で
あ
る
。
「
少
長
」
と
は
、
大
小
と
言

う
の
と
同
じ
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
孟
子
』
萬
章
上
「
伊
弄
耕
於
有
華
之

野
而
栗
尭
舜
之
道
焉
」
の
趙
注
に
「
有
華
國
名
」
と
あ
る
の
を

参
照
。
注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
襄
公
三
十
一
年
の
傭
文
に
「
言
君
臣
上

下
父
子
兄
弟
内
外
大
小
皆
有
威
儀
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
遂
伐
其
木
以
盆
其
兵

⑮
木
を
き
っ
て
、
攻
戦
の
道
具
を
ふ
や
し
た
の
で
あ
る
。

「
車
が
柴
を
ひ
き
ず
っ
た
」
と
あ
る
の
も
、
こ
れ
で
あ
る
。

圃
己
巳
晉
師
陳
子
幸
北
晋
臣
以
下
軍
之
佐
嘗
陳
察
子
玉
以
若
敷

之
六
卒
将
中
軍
曰
今
日
必
無
晉
芙
子
西
将
左
子
上
将
右

⑮
「
子
西
」
は
、
闘
宜
申
で
あ
る
。
「
子
上
」
は
、
（
上
の
）
闘
勃
で

あ
る
。

鎚
一
十
六
年
の
偲
文
「
秋
楚
成
得
臣
闊
宜
申
帥
師
滅
襲
以
襲
子
蹄
」

の
注
に
「
闊
宜
申
司
馬
子
西
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
脅
臣
蒙
馬
以
虎
皮
先
犯
陳
察
陳
察
奔
楚
右
師
潰

⑮
陳
察
は
楚
の
右
師
に
隔
し
て
い
た
（
か
ら
で
あ
る
）
。

圃
狐
毛
設
二
施
而
退
之

⑮
「
施
」
は
、
大
旗
で
あ
る
。
つ
い
で
、
二
施
を
た
て
な
が
ら
退
き
、

大
将
が
じ
ょ
じ
ょ
に
ひ
き
さ
が
っ
て
い
る
、
か
の
よ
う
に
し
た
の

で
あ
る
。

附
注
の
「
施
大
旗
也
」
に
つ
い
て
は
、
宣
公
十
二
年
の
偲
文
「
又

甚
之
抜
梅
投
衡
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。

な
お
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』
に
「
下
文
云
城
椴
之
戦
晉
中

軍
風
子
澤
亡
大
施
之
左
栴
是
大
施
将
旗
唯
中
軍
建
二
施

或
命
先
鋒
建
之
故
又
稲
先
鋒
為
施
上
軍
不
得
有
大
施
狐
毛

欲
欺
楚
師
特
置
二
施
為
中
軍
退
走
之
朕
以
誘
敵
故
曰
設
二

施
」
と
あ
る
。

圃
槃
枝
使
輿
曳
柴
而
偽
遁

⑮
柴
を
ひ
き
ず
っ
て
土
け
む
り
を
立
て
、
大
勢
が
逃
走
し
て
い
る
、
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か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
た
の
で
あ
る
。

附
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
「
曳
梢
牌
柴
揚
塵
起
渇

者
此
善
為
詐
伴
者
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
楚
師
馳
之
原
診
郁
派
以
中
軍
公
族
横
撃
之

⑮
「
公
族
」
と
は
、
公
が
ひ
き
い
て
い
た
軍
で
あ
る
。

圃
狐
毛
狐
個
以
上
軍
央
攻
子
西
楚
左
師
潰
楚
師
敗
績

其
卒
而
止
故
不
敗

⑮
三
軍
の
う
ち
、
中
軍
だ
け
が
無
傷
で
の
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
、
大
く
ず
れ
で
あ
る
。

附
旺
公
十
一
年
の
傭
文
に
「
大
崩
曰
敗
績
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
師
三
日
館
穀

⑮
「
館
」
は
、
舎
〔
や
ど
る
〕
で
あ
る
。
楚
軍
の
糧
食
を
三
日
間
た

べ
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
館
舎
也
」
に
つ
い
て
は
、
隠
公
十
一
年
の
偲
文
「
舘
子

露
氏
」
の
注
に
「
舘
舎
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
及
癸
酉
而
還
甲
午
至
干
衡
薙
作
王
宮
子
賤
土

⑮
「
衡
薙
」
は
、
鄭
地
で
、
今
の
焚
陽
の
巻
縣
で
あ
る
。
襄
王
は
、

晉
が
戦
勝
し
た
と
聞
く
と
、
自
ら
出
向
い
て
、
ね
ぎ
ら
っ
た
。
だ

か
ら
、
王
の
た
め
に
宮
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
國
語
』
周
語
上
「
二
十
一
年
以
諸
侯

朝
王
子
衡
薙
且
猷
楚
捷
遂
為
賤
土
之
盟
」
の
掌
注
に
「
衡
薙

賤
土
皆
鄭
地
在
今
河
内
温
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

子
玉
牧

所
以
管
其
目

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
作
王
宮
干
賤
土
」

の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰
既
敗
楚
師
襄
王
自
往
臨
錢
土
賜

命
晉
侯
晉
侯
聞
而
為
之
作
宮
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
郷
役
之
三
月

R
「
郷
」
は
、
陥
〔
さ
き
〕
と
同
じ
で
あ
る
。
城
膜
の
戦
役
に
さ
き

立
つ
三
月
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
鄭
伯
如
楚
致
其
師
為
楚
師
既
敗
而
櫂
使
子
人
九
行
成
干
晉

⑮
「
子
人
」
は
氏
で
、
「
九
」
は
名
で
あ
る
。

附
七
年
の
偲
文
に
「
洩
氏
孔
氏
子

K
氏
三
族
賓
違
君
命
」
と
あ
り
、

注
に
「
三
族
鄭
大
夫
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
疏
に
「
杜

譜
以
九
為
雑
人
謬
芙
」
と
あ
る
。

圃
晉
襲
枝
入
盟
鄭
伯
五
月
丙
午
晉
侯
及
鄭
伯
盟
干
衡
薙
丁
未
猷

楚
伴
干
王
駆
介
百
乗
徒
兵
千

⑮
「
語
介
」
は
、
甲
〔
よ
ろ
い
〕
を
つ
け
た
四
頭
の
馬
で
あ
る
。
「
徒

兵
」
は
、
歩
卒
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
成
公
二
年
の
偲
文
に
「
不
介
馬
而
馳
之
」

と
あ
り
、
注
に
「
介
甲
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
詩
』

鄭
風
〈
消
人
〉
「
消
人
在
影
駆
介
房
芳
」
の
毛
偲
に
「
介
甲

也
」
と
あ
り
、
鄭
箋
に
「
駆
四
馬
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
襄
公
元
年
の
偲
文
「
敗
其
徒
兵
於
消
上
」

の
注
に
「
徒
兵
歩
兵
」
と
あ
り
、
同
二
十
五
年
の
偲
文
「
徒
兵
」

の
注
に
「
歩
卒
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
國
語
』
呉
語
「
乃
命
王
孫
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王
饗
酪

命
之
宥
」

歩
卒
也
」
と
あ
る
の

維
先
典
勇
獲
帥
徒
師
」
の
掌
注
に
「
徒
師

を
参
照
。

な
お
、
注
の
前
後
半
を
通
じ
て
は
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
駆
介
百

乗
徒
兵
千
」
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰
駆
介
駆
馬
被
甲
也

徒
兵
歩
卒
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
鄭
伯
偲
王
用
平
證
也

R
「
偲
」
は
、
相
〔
た
す
け
る
〕
で
あ
る
。
（
か
つ
て
）
周
の
平
王

が
晉
の
文
侯
仇
を
享
し
た
證
に
よ
っ
て
、
晉
侯
を
享
し
た
の
で
あ

る。
附
旺
公
二
十
一
年
の
偲
文
「
王
典
之
武
公
之
略
自
虎
牢
以
東
」
の
注

に
「
鄭
武
公
偲
平
王
平
王
賜
之
自
虎
牢
以
東
」
と
あ
る
の
を
参

照
。
ま
た
、
隠
公
六
年
の
偲
文
「
我
周
之
東
遷
晉
鄭
焉
依
」
の

注
に
「
平
王
東
徒
晉
文
侯
鄭
武
公
左
右
王
室
」
と
あ
る
の
を
参

照
。
ま
た
、
桓
公
二
年
の
偲
文
「
初
晉
穆
侯
之
夫
人
姜
氏
以
條
之

役
生
大
子
命
之
曰
仇
」
の
注
に
「
大
子
文
侯
也
」
と
あ
る
の

を
参
照
。
な
お
、
『
書
』
文
侯
之
命
の
序
に
「
平
王
錫
晉
文
侯
拒

琶
圭
瑣
作
文
侯
之
命
」
と
あ
る
の
も
参
照
。

圃
己
酉
王
享
醗
命
晉
侯
宥

⑮
饗
證
を
行
な
っ
た
う
え
に
、
さ
ら
に
、
そ
の
補
助
と
し
て
、
晉
侯

に
束
吊
を
お
く
っ
て
、
ね
ん
ご
ろ
な
氣
持
ち
を
あ
ら
わ
し
た
の
で

あ
る
。

附
旺
公
十
八
年
の
偲
文
「
春
戟
公
晉
侯
朝
王

の
注
に
「
王
之
蜆
草
后
始
則
行
饗
證
先
置
酷
酒
示
不
忘
古

飲
宴
則
命
以
幣
物
宥
助
也
所
以
助
歓
敬
之
意
言
備

設
」
と
あ
り
、
倍
公
二
十
五
年
の
偲
文
「
戊
午
晉
侯
朝
王
王
饗

醒
命
之
宥
」
の
注
に
「
既
行
饗
證
而
設
醗
酒
又
加
之
以
幣
吊

以
助
歎
也
宥
助
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
詩
』

小
雅
〈
鹿
嗚
〉
の
序
に
「
鹿
嗚
燕
草
臣
嘉
賓
也
既
飲
食
之

又
質
幣
吊
筐
匪
以
将
其
厚
意
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
王
命
手
氏
及
王
子
虎
内
史
叔
興
父
策
命
晉
侯
為
侯
伯

⑮
策
書
に
よ
っ
て
晉
侯
を
伯
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
『
周
證
』
に

「
九
命
し
て
伯
と
な
す
」
〔
大
宗
伯
〕
と
あ
る
。
「
手
氏
」
・
「
王

子
虎
」
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
王
の
卿
士
で
あ
る
。
「
叔
興
父
」

は
、
大
夫
で
あ
る
。
三
人
の
官
が
任
命
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
晉
を
特
別
扱
い
し
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
以
策
書
命
晉
侯
廊
伯
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
周
證
』
内
史

「
凡
命
諸
侯
及
孤
卿
大
夫
則
策
命
之
」
の
注
に
「
鄭
司
農
説
以

春
秋
偲
曰
王
命
内
史
興
父
策
命
晉
侯
為
侯
伯
策
謂
以
簡
策
書
王

命
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
手
氏
王
子
虎
皆
王
卿
士
也
」
に
つ
い
て
は
、
文
公
十
四

年
の
偲
文
「
而
使
戸
氏
典
賄
啓
訟
周
公
子
晉
」
の
注
に
「
弄
氏

周
卿
士
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
周
語
上
「
襄
王

使
大
宰
文
公
及
内
史
聰
賜
晉
文
公
命
」
の
掌
注
に
「
大
宰
文
公

王
卿
士
王
子
虎
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
史
記
』
晉
世
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黒
で
あ
る
。

（
形
の
方
が
）

家
「
天
子
使
王
子
虎
命
晉
侯
為
伯
」
の
〈
集
解
〉
に
は
「
買
達
曰

王
子
虎
周
大
夫
」
と
あ
る
。

注
の
「
叔
興
父
大
夫
也
」
に
つ
い
て
は
、
桓
公
二
年
の
偲
文
「
周

内
史
聞
之
曰
」
の
注
に
「
内
史
周
大
夫
官
也
」
と
あ
る
の
を
参

照
。
な
お
、
そ
の
附
も
参
照
。

圃
賜
之
大
酪
之
服
戎
賂
之
服

R
「
大
絡
」
は
、
金
賂
〔
金
で
飾
っ
た
乗
車
〕
で
あ
る
。
「
戎
賂
」

は
、
戎
車
〔
兵
車
〕
で
あ
る
。
二
つ
の
絡
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
服

（
な
ど
の
附
脳
品
一
式
）
が
そ
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
大
賂
金
賂
」
に
つ
い
て
は
、
定
公
四
年
の
偲
文
「
分
魯

公
以
大
路
大
旅
」
の
注
に
「
此
大
路
金
路
錫
同
姓
諸
侯
車
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
史
記
』
齊
世
家
「
周
襄
王
使
宰
孔

賜
桓
公
文
武
昨
形
弓
矢
大
路
」
の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
曰
大
路

諸
侯
朝
服
之
車
謂
之
金
路
」
と
あ
り
、
同
晉
世
家
「
賜
大
賂

形
弓
矢
百
旅
弓
矢
千
」
の
〈
集
解
〉
に
「
買
達
曰
大
賂

金
賂
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
戎
賂
戎
車
」
に
つ
い
て
は
、
旺
公
九
年
の
偲
文
「
公
喪

戎
路
偲
乗
而
蹄
」
の
注
に
「
戎
路
兵
車
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

ま
た
、
『
證
記
』
月
令
「
天
子
居
認
章
左
人
ー
乗
戎
路
駕
白
賂
」

の
注
に
「
戎
路
兵
車
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
形
弓
一
形
矢
百
旅
弓
矢
千

⑮
「
形
」
は
、
赤
で
あ
る
。
「
旅
」
は
、

弓
一
に
射
し
て
矢
百
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
（
旅
の
方
も
）
矢
千
に

射
し
て
、
（
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
）
弓
十
の
は
ず
で
あ
る
。
諸

侯
は
、
弓
矢
を
賜
わ
っ
て
始
め
て
、
征
伐
を
自
由
に
出
来
る
の
で

あ
る
。

附
注
の
「
形
赤
也
」
〔
校
勘
記
に
従
っ
て
、
「
弓
」
を
「
也
」
に
改

め
る
〕
に
つ
い
て
は
、
哀
公
元
年
の
偲
文
「
器
不
形
鍍
」
の
注
に

扇
丹
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
詩
』
小
雅
〈
形
弓
〉

「
形
弓
招
合
受
言
蔵
之
」
の
毛
偲
に
「
形
弓
朱
弓
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

注
の
「
旅
黒
也
」
〔
校
勘
記
に
従
っ
て
、
「
弓
」
を
「
也
」
に
改

め
る
〕
に
つ
い
て
は
、
『
書
』
文
侯
之
命
「
旅
弓
一
旅
矢
百
」

の
偽
孔
偲
に
「
旅
黒
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
詩
』

小
雅
〈
形
弓
〉
の
疏
に
「
服
虔
云
旅
弓
以
射
甲
革
椙
質
」
と
あ

る。注
の
「
弓
一
矢
百
則
矢
千
弓
十
芙
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
小

雅
〈
形
弓
〉
の
序
疏
に
「
偲
文
直
云
旅
弓
矢
千
定
本
亦
然
故

服
虔
云
矢
千
則
弓
十
是
本
無
十
旅
二
字
芙
俗
本
有
者
誤

也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
諸
侯
賜
弓
矢
然
後
専
征
伐
」
に
つ
い
て
は
、
『
轄
記
』

王
制
に
「
諸
侯
賜
弓
矢
然
後
征
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
注
全
般
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
賜
大
幣
形

弓
矢
百
旅
弓
矢
千
」
の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
曰
（
中
略
）
形
弓
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赤

旅

弓

参
照
。

圃
拒
琶
一
由

⑮
「
拒
」
は
、
黒
黍
〔
く
ろ
き
び
〕
で
あ
る
。
「
壱
」
は
、
香
酒
で
、

紳
を
降
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
「
由
」
は
、
器
の
名
で
あ
る
。

附
注
の
「
拒
黒
黍
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
四
年
の
偲
文
「
其
蔵
之

也
黒
牡
租
黍
以
享
司
寒
」
の
注
及
び
同
十
五
年
の
偲
文
「
鍼
絨

租
竪
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
爾
雅
』
繹
草
に
「
拒

黒
黍
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
詩
』
大
雅
〈
江
漢
〉
「
拒

琶
一
由
」
の
毛
偲
に
「
拒
黒
黍
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
壱
香
酒
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
十
五
年
の
博
文
「
鍼
鉱

拒
琶
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
周
證
』
春
官
の
序

官
〈
琶
人
〉
の
注
に
「
琶
醸
拒
為
酒

i

分
香
條
暢
於
上
下
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
易
』
震
卦
「
不
喪
ヒ
琶
」
の
注
に

「
琶
香
酒
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
所
以
降
紳
」
に
つ
い
て
は
、
『
説
文
』
に
「
琶
（
中
略
）

以
降
紳
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
由
器
名
」
に
つ
い
て
は
、
『
爾
雅
』
繹
器
に
「
膵
占
営

器
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
詩
』
大
雅
〈
江
漢
〉
「
拒

琶
―
苗
I

」
の
毛
偲
に
「
由
器
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
注
全
般
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
拒
琶
一
由
」

の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
曰
拒
黒
黍
琶
香
酒
也
所
以
降

黒
也

諸
侯
賜
弓
矢

然
後
征
伐
」
と
あ
る
の
を

紳
由
器
名
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
虎
貰
三
百
人

附
『
史
記
』
晉
世
家
「
虎
貴
三
百
人
」
の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
曰

天
子
卒
曰
虎
貴
」
と
あ
る
。

圃
曰
王
謂
叔
父
敬
服
王
命
以
綬
四
國
糾
遂
王
懸

⑮
「
遂
」
は
、
遠
で
あ
る
。
王
に
仇
を
な
す
者
が
い
れ
ば
、
た
だ
し

て
遠
ざ
げ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
『
説
文
』
に
「
遂
遠
也
（
中
略
）
邊
古
文
遂
」
と
あ
る
の
を

参
照
。
ま
た
、
『
爾
雅
』
繹
詰
に
「
邊
遠
也
」
と
あ
る
の
を
参

照
。
な
お
、
『
書
』
牧
習
「
遂
芙
西
土
之
人
」
の
偽
孔
博
に
「
遂

遠
也
」
と
あ
る
の
も
参
照
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
恵
棟
『
春
秋
左
博
補
註
』
に
「
衛
弾
碑
云

糾
別
王
岱
案
魯
頌
秋
彼
東
南
鄭
箋
云
秋
嘗
為
刷
刷
~

治
也
遂
典
秋
同
古
文
作
邊
又
典
刷
通
故
或
訓
為
遠

或
訓
為
治
此
偲
嘗
炊
古
文
作
邊
訓
為
治
」
と
あ
る
。

暉
晉
侯
三
僻
従
命
曰
重
耳
敢
再
拝
稽
首
奉
揚
天
子
之
王
顕

休
命

⑮
「
稽
首
」
と
は
‘
額
を
地
に
つ
け
る
の
で
あ
る
。
「
王
」
は
、
大

で
あ
る
。
「
休
」
は
、
美
で
あ
る
。

附
注
の
「
稽
首
首
至
地
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
晉
世
家
「
晉

侯
三
僻
然
后
稽
首
受
之
」
の
〈
集
解
〉
に
「
買
遣
曰
稽
首

首
至
地
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
周
語
上
「
晉
侯
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執
玉
卑
拝
不
稽
首
」
の
掌
注
に
「
稽
首
首
至
地
也
」
と
あ
る

の
を
参
照
。
な
お
、
『
周
證
』
大
祝
「
班
九
拝
一
曰
稽
首
」
の

注
に
「
稽
首
拝
頭
至
地
也
」
と
あ
る
の
も
参
照
。

注
の
「
王
大
也
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
三
年
の
偲
文
「
昧
旦
平

顕
」
の
注
に
「
平
大
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
爾
雅
』

繹
詰
及
び
『
説
文
』
に
も
「
王
大
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
休
美
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
大
雅
〈
江
漢
〉
「
封
揚

王
休
」
の
鄭
箋
に
「
休
美
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國

語
』
周
語
下
「
襲
子
休
詳
」
及
び
齊
語
「
有
功
休
徳
」
の
掌
注
に

「
休
美
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
爾
雅
』
繹
詰
に
も

「
休
美
也
」
と
あ
る
。

圃
受
策
以
出
出
入
三
観

⑮
「
出
入
」
は
、
去
来
と
同
じ
で
あ
る
。
来
て
か
ら
た
ち
去
る
ま
で

に
、
全
部
で
三
度
、
王
に
ま
み
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
成
公
十
三
年
の
傭
文
「
余
雖
典
晉
出
入
」
の
注
に
「
出
入
猶
往
来
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』
に
「
出
入
三

骰
承
上
以
出
蓋
皆
一
時
之
事
猷
楚
伴
一
骰
也
王
享

二
蜆
也
受
命
之
後
又
営
入
謝
三
骰
也
故
偲
以
出
入
継
之

或
獣
伴
異
日
在
三
蜆
之
外
則
享
後
或
亦
入
謝
要
之
出
入

営
岡
晉
侯
杜
訓
出
入
為
去
来
云
従
来
至
去
是
以
出
入
陥
王

非
也
」
と
あ
る
。

圃
衛
侯
聞
楚
師
敗
櫂
出
奔
楚
遂
適
陳

⑮
襄
牛
か
ら
出
奔
し
た
の
で
あ
る
。

附
上
の
傭
文
に
「
衛
侯
出
居
干
襄
牛
」
と
あ
る
。

圃
使
元
唄
奉
叔
武
以
受
盟

⑮
奉
じ
て
君
事
を
代
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

圃
癸
亥
王
子
虎
盟
諸
侯
子
王
庭

⑮
(
「
王
庭
」
と
は
）
餞
土
の
（
王
）
宮
の
庭
で
あ
る
。
（
鰹
が
）
「
餞

土
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
京
師
と
謳
別
し
た
の
で
あ
る
。

附
上
の
偲
文
に
「
作
王
宮
干
賤
土
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
史
記
』
晉

世
家
「
癸
亥
王
子
虎
盟
諸
侯
於
王
庭
」
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰

王
庭
践
土
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
要
言
曰
皆
弊
王
室
無
相
害
也
有
楡
此
盟
明
紳
極
之
伸

隊
其
師
無
克
詐
國

⑮
「
弊
」
は
、
助
で
あ
る
。
「
楡
」
は
、
嬰
で
あ
る
。
「
極
」
は
、
誅

で
あ
る
。
「
伸
」
は
、
使
で
あ
る
。
「
隊
」
は
、
隕
で
あ
る
。
「
克
」

は
、
能
で
あ
る
。

附
注
の
「
弊
助
也
」
に
つ
い
て
は
、
襄
公
十
一
年
の
偲
文
「
弊
王

室
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。

注
の
「
楡
雙
也
」
に
つ
い
て
は
、
隠
公
六
年
の
傭
文
「
春
鄭
人

来
楡
平
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
爾
雅
』
繹
言

に
も
「
楡
嬰
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
極
誅
也
」
に
つ
い
て
は
、
成
公
十
二
年
の
偲
文
「
明
紳
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極
之
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
爾
雅
』
繹
言
に

も
「
極
誅
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
伸
使
也
」
に
つ
い
て
は
、
文
公
元
年
の
偲
文
「
覆
伸
我

惇
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
『
爾
雅
』
繹
詰
に
も

「
伸
使
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
隊
隕
也
」
に
つ
い
て
は
、
哀
公
十
五
年
の
偲
文
に
「
大

命
隕
隊
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
克
能
也
」
に
つ
い
て
は
、
隠
公
元
年
「
夏
五
月
鄭
伯
克

段
干
那
」
の
穀
梁
傭
文
に
「
克
者
何
能
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
『
爾
雅
』
繹
言
に
も
「
克
能
也
」
と
あ
る
。

圃
及
而
玄
孫
無
有
老
幼
君
子
謂
是
盟
也
信

⑮
信
義
に
合
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
傭
文
の
「
及
其
玄
孫
」
の
「
其
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、
「
而
」

に
改
め
る
。

圃
謂
晉
於
是
役
也
能
以
徳
攻

⑮
文
徳
に
よ
っ
て
民
を
教
え
、
そ
の
後
で
用
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

附
『
論
語
』
子
路
に
「
子
曰
以
不
教
民
戦
是
謂
棄
之
」
と
あ
り
、

『
孟
子
』
告
子
下
に
「
孟
子
曰
不
教
民
而
用
之
謂
之
残
民
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
二
十
七
年
の
偲
文
に
「
晉
侯
始
入

而
教
其
民
二
年
欲
用
之
（
中
略
）
民
聴
不
惑
而
後
用
之
」

と
あ
る
。

圃
初
楚
子
玉
自
為
瑣
弁
玉
櫻
未
之
服
也

⑮
「
弁
」
は
、
鹿
の
子
の
皮
で
つ
く
る
。
「
瑣
」
は
、
玉
の
別
名
で

あ
る
。
蹴
玉
を
ち
り
ば
め
て
、
弁
〔
か
ん
む
り
〕
及
び
櫻
〔
ひ

も
〕
を
飾
っ
た
の
で
あ
る
。
『
詩
』
に
「
弁
の
飾
り
は
、
星
の
よ

う
で
あ
る
」
と
あ
る
。

附
注
の
「
弁
以
鹿
子
皮
為
之
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
衛
風
〈
浪

奥
〉
「
會
弁
如
星
」
の
毛
博
に
「
弁
皮
弁
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
疫
玉
之
別
名
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
衛
風
〈
木
瓜
〉

「
報
之
以
痩
瑶
」
の
毛
偲
に
「
瑣
玉
之
美
者
」
と
あ
る
の
を
参

照。注
の
「
次
之
以
飾
弁
及
櫻
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
衛
風
〈
棋
奥
〉

「
會
弁
如
星
」
の
鄭
鐙
に
「
會
謂
弁
之
縫
中
飾
之
以
玉
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
『
證
記
』
王
制
「
司
寇
正
刑
明
辟
」
の
疏

に
「
置
一
十
八
年
左
偲
云
初
楚
子
玉
自
為
疫
弁
玉
櫻
服
虔
注

云
謂
馬
飾
」
と
あ
る
。

圃
先
戦
夢
河
紳
謂
己
曰
界
余
余
賜
女
孟
諸
之
塵

⑮
「
孟
諸
」
は
、
宋
の
藪
澤
で
あ
る
。
水
と
草
と
が
交
わ
る
と
こ
ろ

〔
み
ぎ
わ
〕
を
「
塵
」
と
い
う
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
爾
雅
』
繹
地
〈
十
藪
〉
に
「
宋
有
孟

諸
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
小
雅
〈
巧
言
〉
「
居
河
之
塵
」
の
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毛
博
に
「
水
草
交
謂
之
塵
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
爾
雅
』

繹
水
に
「
水
草
交
為
滑
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
弗
致
也
大
心
典
子
西
使
榮
黄
諌

⑮
「
大
心
」
は
、
子
玉
の
子
で
あ
る
。
「
子
西
」
は
、
子
玉
の
一
族

で
あ
る
。
子
玉
は
頑
固
で
人
の
言
う
こ
と
を
き
か
な
か
っ
た
か
ら
、

榮
黄
に
た
の
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
榮
黄
」
は
、
（
下
の
）
榮
季
で
あ

る。

附
注
の
「
剛
復
」
に
つ
い
て
は
、
宣
公
十
二
年
の
偲
文
に
「
其
佐
先

穀
剛
復
不
仁
未
肯
用
命
」
と
あ
り
、
注
に
「
復
恨
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
弗
聴
榮
季
曰
死
而
利
國
猶
或
為
之
況
瑣
玉
乎
是
糞
土

也
而
可
以
滑
師
将
何
愛
焉

⑮
河
紳
の
欲
求
を
、
そ
の
ま
ま
、
人
民
の
願
望
に
か
さ
ね
合
わ
せ
る

の
が
、
軍
を
成
功
さ
せ
る
道
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
注
の
「
附
」
は
、
（
そ
し
て
、
「
因
」
も
、
）
あ
る
い
は
、
し
た
が

う
の
意
か
も
知
れ
な
い
〔
？
〕
。

圃
弗
聴
出
告
二
子
曰
非
紳
敗
令
弄
令
手
其
不
勤
民
質
自
敗

也
⑮
心
を
霊
し
力
を
霊
し
て
、
惜
し
む
と
こ
ろ
が
な
い
の
が
、
「
勤
」

で
あ
る
。

附
『
列
子
』
黄
帝
に
「
都
無
所
愛
惜
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
既
敗
王
使
謂
之
曰
大
夫
若
入
其
若
申
息
之
老
何

⑮
申
・
息
二
邑
の
子
弟
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
子
玉
に
つ
い
て
い
っ

て
、
戦
死
し
た
（
か
ら
で
あ
る
）
。
ど
う
や
っ
て
〔
ど
の
つ
ら
下

げ
て
〕
そ
の
父
老
に
あ
う
つ
も
り
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
『
史
記
』
項
羽
本
紀
に
「
且
籍
典
江
東
子
弟
八
千
人
渡
江
而
西

今
無
一
人
還
縦
江
東
父
兄
憐
而
王
我
我
何
面
目
見
之
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
子
西
孫
伯
曰
得
臣
将
死
二
臣
止
之
曰
君
其
将
以
為
蛾

⑮
「
孫
伯
」
と
は
、
（
上
の
）
大
心
に
他
な
ら
ず
、
子
玉
の
子
で
あ

る
。
二
子
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
王
の
使
い
に
答
え
た
の
で
あ
る
。

（
つ
ま
り
）
子
玉
に
、
（
君
の
も
と
に
）
出
向
い
て
、
君
の
慮
罰

を
受
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
及
連
穀
而
死

⑮
連
穀
ま
で
来
た
が
、
王
か
ら
赦
命
が
な
か
っ
た
の
で
、
自
殺
し
た

の
で
あ
る
。
文
公
十
年
の
傭
文
に
「
城
膜
の
戦
役
の
際
、
王
は
、

子
玉
を
止
め
さ
せ
て
、
『
死
ぬ
な
』
と
言
っ
た
が
、
間
に
合
わ
な

か
っ
た
。
子
西
も
ま
た
、
自
殺
し
よ
う
と
し
た
が
、
首
を
綸
っ
た

縄
が
き
れ
た
た
め
、
死
な
ず
に
す
ん
だ
」
と
あ
る
。
（
と
す
れ
ば
）

王
は
、
こ
の
時
、
別
に
使
い
を
や
っ
て
、
前
の
使
い
を
追
わ
せ
た

の
で
あ
る
。
「
連
穀
」
は
、
楚
地
で
あ
る
。
得
臣
を
殺
し
た
こ
と

が
、
経
で
は
賤
土
の
盟
の
上
に
あ
る
の
に
、
偲
で
下
に
あ
る
の
は
、

（
偲
は
）
晉
の
事
を
説
き
お
え
〔
し
ま
い
ま
で
説
き
〕
、
つ
い
で

楚
に
及
ん
だ
、
か
ら
で
あ
り
、
行
文
上
の
都
合
で
あ
る
。
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附
文
公
十
年
の
偲
文
に
は
「
城
横
之
役
王
思
之
故
使
止
子
玉
曰

母
死
不
及
止
子
西
子
西
綸
而
縣
絶
王
使
適
至
遂
止

之
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
の
注
の
引
用
は
、
原
文
ど
お
り
で
は
な
い
。

圃
晉
侯
聞
之
而
後
喜
可
知
也

⑮
喜
び
が
顔
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

附
顧
炎
武
『
左
傭
杜
解
補
正
』
に
「
古
人
多
以
見
廊
知
呂
氏
春
秋

文
侯
不
説
知
於
顔
色
注
知
猶
見
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
曰
莫
余
毒
也
已
鷲
呂
臣
宵
為
令
手
奉
己
而
已
不
在
民
芙

⑮
保
身
に
汲
汲
と
し
て
、
大
志
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

其
子
角
従
公

圃
或
訴
元
咀
於
衛
侯
曰
立
叔
武
芙

⑮
「
角
」
は
、
元
咀
の
子
で
あ
る
。

圃
咀
不
隊
命
奉
夷
叔
以
入
守

R
「
夷
」
は
、
論
〔
お
く
り
な
〕
で
あ
る
。

圃
六
月
晉
人
復
衛
侯

⑮
叔
武
が
餞
土
で
盟
を
受
け
た
か
ら
、
（
晉
は
）
衛
侯
の
蹄
國
を
み

と
め
た
の
で
あ
る
。

附
上
の
偲
文
に
「
衛
侯
聞
楚
師
敗
憬
出
奔
楚
遂
適
陳
使
元
咀

奉
叔
武
以
受
盟
」
と
あ
る
。

圃
宵
武
子
典
衛
人
盟
干
宛
横

⑮
「
武
子
」
と
は
、
（
下
の
）
宵
愈
の
こ
と
で
あ
る
。
陳
留
の
長
垣

縣
の
西
南
部
に
宛
亭
が
あ
り
、
横
水
に
近
い
。

公
使
殺
之

圃
曰
天
禍
衛
國
君
臣
不
協
以
及
此
憂
也

R
衛
侯
は
楚
に
つ
こ
う
と
し
、
國
人
は
そ
れ
を
望
ま
な
か
っ
た
〔
上

の
傭
文
〕
か
ら
、
不
和
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

附
昭
公
二
十
五
年
の
偲
文
「
乃
能
協
干
天
地
之
性
」
の
注
に
「
協

和
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
今
天
誘
其
衷

⑮
「
衷
」
は
、
中
で
あ
る
。

附
閲
公
二
年
の
偲
文
「
用
其
衷
則
倶
之
度
」
の
注
に
、
同
文
が
み

え
る
。
な
お
、
『
國
語
』
周
語
上
「
其
君
齊
明
衷
正
」
の
拿
注
に

「
衷
中
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
『
國
語
』
呉
語

「
天
舎
其
衷
」
の
掌
注
に
は
「
衷
善
也
言
天
舎
善
於
呉
」
と

あ
る
。

圃
使
皆
降
心
以
相
従
也
不
有
居
者
誰
守
社
稜
不
有
行
者
誰

抒
牧
圏

⑮
牛
に
は
「
牧
」
と
言
い
、
馬
に
は
「
圏
」
と
言
う
。

附
昭
公
七
年
の
偲
文
に
「
馬
有
圏
牛
有
牧
」
と
あ
り
、
注
に
「
養

馬
曰
園
養
牛
曰
牧
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
不
協
之
故
用
昭
乞
盟
子
爾
大
紳
以
誘
天
衷
自
今
日
以
往

既
盟
之
後
行
者
無
保
其
力
居
者
無
憚
其
罪
有
楡
此
盟
以

相
及
也

⑮
(
「
以
相
及
」
と
は
）
悪
〔
禍
害
〕
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
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附
隠
公
元
年
の
偲
文
「
将
自
及
」
の
注
に
「
禍
将
自
及
」
と
あ
る
の

を
参
照
。
ま
た
、
桓
公
十
八
年
の
偲
文
「
故
及
」
の
注
に
「
及
於

難
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
安
井
衡
『
左
博
輯
繹
』
に
「
凡

偲
言
及
者
皆
謂
死
亡
其
自
致
死
亡
者
輩
言
及
此
謂
同
盟

相
倶
死
亡
之
故
云
相
及
也
」
と
あ
る
。

圃
明
紳
先
君
是
糾
是
極
國
人
聞
此
盟
也
而
後
不
戴

⑮
偲
は
、
叔
武
が
賢
で
あ
り
、
宵
武
が
忠
で
あ
っ
て
、
衛
侯
は
、
そ

れ
故
に
「
復
蹄
」
と
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の

で
あ
る
。

附
上
の
経
文
に
「
六
月
衛
侯
鄭
自
楚
復
饉
干
衛
」
と
あ
り
、
注
に
「
復

其
位
曰
復
蹄
晉
人
感
叔
武
之
賢
而
復
衛
侯
衛
侯
之
入
由
干
叔

武
故
以
國
逆
為
文
例
在
成
十
八
年
」
と
あ
る
。

圃
衛
侯
先
期
入

⑮
叔
武
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
（
か
ら
で
あ
る
）
。

圃
宵
子
先
長
詳
守
門
以
為
使
也
典
之
乗
而
入

R
「
長
詳
」
は
、
衛
の
大
夫
で
あ
る
。
宵
子
は
、
公
が
は
や
く
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
、
先
に
入
っ
て
、
國
人
を

さ
と
し
蕗
ち
着
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

圃
公
子
欺
犬
華
仲
前
謳

⑮
衛
侯
は
す
ぐ
さ
ま
馬
を
は
し
ら
せ
、
宵
子
の
準
備
前
を
つ
い
た
の

で
あ
る
。
二
子
は
、
衛
の
大
夫
で
あ
る
。

附
旺
公
二
十
九
年
の
偲
文
「
轄
曰
襲
」
の
注
に
「
掩
其
不
備
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃

叔

孫

将

沐

聞

君

至

捉

髪

走

出

其
無
罪
也
枕
之
股
而
哭
之

⑮
公
は
、
叔
武
の
戸
〔
し
か
ば
ね
〕
を
お
こ
し
、
自
分
の
股
〔
ひ
ざ
〕

を
枕
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

附
異
説
と
し
て
、
楊
伯
峻
『
春
秋
左
偲
注
』
に
「
首
之
字
作
其
用

以
叔
武
戸
之
股
為
枕
也
」
と
あ
る
。

圃
欺
犬
走
出

⑮
自
分
の
手
で
叔
武
を
射
殺
し
た
か
ら
で
あ
る
。

圃
公
使
殺
之
元
咀
出
奔
晉

⑮
元
咀
は
、
衛
侯
が
馬
を
走
ら
せ
て
侵
入
し
、
叔
武
を
殺
し
た
か
ら
、

晉
に
行
っ
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。

圃
城
椴
之
戦
晉
中
軍
風
干
澤

⑮
牛
・
馬
が
風
に
の
っ
て
走
り
だ
し
、
い
づ
れ
も
み
な
、
い
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

附
四
年
の
偲
文
に
「
唯
是
風
馬
牛
不
相
及
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
牛

馬
風
逸
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、
安
井
衡
『
左

偲
輯
秤
』
に
「
傭
言
風
而
不
言
牛
馬
杜
何
以
知
失
牛
馬
蓋
因

風
馬
牛
之
語
妄
造
此
説
耳
風
於
澤
者
遇
大
風
於
澤
也
」
と

あ
る
。

圃
亡
大
施
之
左
栴

前
騒
射
而
殺
之

公
知
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⑮
「
大
施
」
は
、
旗
の
名
で
あ
る
。
旋
（
の
さ
き
）
に
つ
ぎ
た
す
の

を
「
施
」
と
い
う
。
通
吊
〔
赤
の
無
地
〕
の
を
「
栴
」
と
い
う
。

附
注
の
「
大
施
旗
名
」
に
つ
い
て
は
、
上
の
傭
文
「
狐
毛
設
二
施

而
退
之
」
の
注
に
「
施
大
旗
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
繋
旋
曰
施
」
に
つ
い
て
は
、
旺
公
二
十
八
年
の
博
文
「
子

元
闊
御
盟
闊
梧
耽
之
不
比
為
施
」
の
注
に
「
廣
充
幅
長
尋
曰
旋

撒
旋
日
施
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
そ
の
附
も
参
照
。

注
の
「
通
吊
曰
栴
」
に
つ
い
て
は
、
桓
公
五
年
の
偲
文
「
膀
動
而

鼓
」
の
注
に
「
廂
栴
也
通
吊
為
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な

お
、
そ
の
附
も
参
照
。

な
お
、
裔
槻
『
茶
香
室
鰹
説
』
に
「
大
施
之
左
栴
言
大
施
興
左

栴
也
猶
文
十
一
年
偲
言
皇
父
之
二
子
言
皇
父
典
二
子
也
古

人
多
以
之
字
為
連
及
之
詞
説
見
王
氏
引
之
鰹
博
繹
詞
蓋
既
亡

大
施
井
亡
左
軍
之
栴
杜
注
以
施
栴
二
字
分
別
繹
之
其
義
已

明
猶
文
十
一
年
偲
注
既
出
皇
父
典
穀
甥
及
牛
父
之
名
其
義
亦

明
（
中
略
）
下
文
云
祁
隔
奸
命
杜
注
曰
掌
此
三
事
而
不
修

為
奸
軍
令
所
謂
三
事
者
風
子
澤
一
也
亡
大
施
二
也

亡
左
栴
三
也
下
注
明
百
三
事
知
杜
氏
固
不
合
大
施
左
栴

為
一
笑
乃
後
人
不
達
杜
義
遂
改
三
事
為
二
事
玩
氏
校
勘
記

曰
宋
本
清
熙
本
岳
本
足
利
本
二
作
二
是
也
則
反
以
誤
本

為
是
芙
」
と
あ
る
。

圃
祁
購
奸
命

⑮
こ
れ
ら
の
三
事
を
職
務
と
し
て
い
な
が
ら
、
果
た
さ
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
、
軍
令
を
犯
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
注
の
「
三
事
」
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
上
の
附
を
参
照
。
な
お
、
異

説
と
し
て
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』
に
「
祁
購
所
奸
別
有
其
事
」

と
あ
る
。

圃
司
馬
殺
之
以
拘
干
諸
侯
使
茅
筏
代
之
師
還
壬
午
済
河

舟
之
僑
先
蹄
士
會
摘
右

⑮
舟
之
僑
の
代
わ
り
を
し
た
の
で
あ
る
。
「
士
會
」
は
、
随
武
子
で
、

士
踏
の
孫
で
あ
る
。

附
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
上
の
傭
文
に
「
立
舟
之
僑
以
為
戎
右
」

と
あ
り
、
注
に
「
為
先
蹄
張
本
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
宣
公
十
二
年
の
博
文
「
随
武
子
曰
善
」

の
注
に
「
武
子
士
會
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』

周
語
中
「
晉
侯
使
随
會
聘
干
周
」
の
拿
注
に
「
随
會
晉
正
卿

士
蓋
之
孫
成
伯
之
子
士
季
武
子
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま

た
、
文
公
十
三
年
の
偲
文
「
秦
人
蹄
其
努
其
謁
者
為
劉
氏
」
の

疏
に
引
く
『
世
本
』
に
「
士
鷲
生
士
伯
訣
鋏
生
士
會
」
と
あ
る

の
を
参
照
。

圃
秋
七
月
丙
申
振
旅
懐
以
入
干
晉

R
「
惜
」
は
、
柴
で
あ
る
。

附
十
二
年
の
偲
文
「
惜
悌
君
子
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、

『
周
橙
』
大
司
馬
「
若
師
有
功
則
左
執
律
右
乗
絨
以
先
惜
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築
猷
子
社
」
の
注
に
「
兵
柴
曰
憔
（
中
略
）
司
馬
法
曰
得
意

則
惜
築
憔
歌
示
喜
也
鄭
司
農
云
故
城
横
之
戦
春
秋
偲
曰

振
旅
惜
以
入
干
晉
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
同
大
司
柴

「
王
師
大
猷
則
令
奏
惜
築
」
の
注
に
「
惜
柴
猷
功
之
築
鄭

司
農
説
以
春
秋
晉
文
公
敗
楚
於
城
膜
偲
曰
振
旅
惜
以
入
於

晉
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
猷
伴
授
馘
飲
至
大
賞

R
「
授
」
は
、
敷
〔
か
ぞ
え
る
〕
で
あ
る
。
楚
の
伴
虜
を
廟
に
猷
じ

た
の
で
あ
る
。

附
注
の
「
授
敷
也
」
に
つ
い
て
は
、
異
説
と
し
て
、
愈
槻
『
草
鰹

平
議
』
に
「
授
不
訓
敷
嘗
讀
為
受
周
官
典
婦
功
凡
授
籟
婦

功
司
儀
登
再
拝
授
幣
鄭
注
鐘
曰
授
嘗
為
受
是
其
例
也

猷
伴
受
馘
文
異
而
宵
同
自
下
言
之
謂
之
猷
自
上
言
之

謂
之
受
芙
」
と
あ
る
。
ま
た
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』
に
「
猷

授
互
文
蓋
猷
伴
馘
於
廟
別
有
其
人
疑
祝
史
掌
之
軍
人
授

之
其
人
其
人
受
以
猷
之
故
云
猷
伴
授
馘
」
と
あ
る
。

注
の
「
猷
楚
伴
於
廟
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
十
七
年
の
偲
文
に
「
獣

伴
子
文
宮
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
周
證
』
大
司
柴
「
王

師
大
猷
則
令
奏
惜
柴
」
の
注
に
「
大
猷
猷
捷
於
祖
」
と
あ
る

の
を
参
照
。

圃
徴
會
討
戴

⑮
諸
侯
を
よ
び
よ
せ
、
冬
に
温
で
會
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

附
下
の
偲
文
に
「
冬
會
子
温
討
不
服
也
」
と
あ
る
。

圃
殺
舟
之
僑
以
拘
干
國
民
於
是
大
服
君
子
謂
文
公
其
能
刑
芙

三
罪
而
民
服

⑮
「
三
罪
」
と
は
、
顧
頷
・
祁
職
・
舟
之
僑
の
こ
と
で
あ
る
。

附
上
の
偲
文
に
「
魏
堕
順
頷
怒
曰
勢
之
不
闘
報
於
何
有
熱
倍

負
覇
氏
（
中
略
）
殺
顧
頷
以
狗
干
師
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
祁

闘
奸
命
司
馬
殺
之
以
拘
干
諸
侯
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
舟
之

僑
先
蹄
（
中
略
）
殺
舟
之
僑
以
拘
干
國
」
と
あ
る
。

圃
詩
云
恵
此
中
國
以
緩
四
方
不
失
賞
刑
之
謂
也

⑮
「
詩
」
は
、
大
雅
（
民
勢
）
で
あ
る
。
賞
と
刑
が
適
切
で
あ
れ
ば
、

中
國
〔
國
内
〕
は
恵
み
を
受
け
、
四
方
〔
諸
侯
〕
は
安
定
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

附
毛
偲
に
「
中
國
京
師
也
四
方
諸
夏
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

ま
た
、
倍
公
二
十
八
年
の
穀
梁
偲
文
「
復
者
復
中
國
也
」
及
び

昭
公
三
十
年
の
穀
梁
偲
文
「
中
國
不
存
公
」
の
苑
注
に
「
中
國
猶

國
中
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
冬
會
干
温
討
不
服
也

⑮
衛
と
許
を
討
っ
た
め
で
あ
る
。

附
下
の
傭
文
に
「
執
衛
侯
蹄
之
子
京
師
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
丁
丑

諸
侯
園
許
」
と
あ
る
。

圃
衛
侯
典
元
唄
訟
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⑮
叔
武
を
殺
し
た
事
に
つ
い
て
手
っ
た
の
で
あ
る
。

附
上
の
傭
文
に
「
元
咀
出
奔
晉
」
と
あ
り
、
注
に
「
元
咀
以
衛
侯
謳

入
殺
叔
武
故
至
晉
懇
之
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
宵
武
子
為
輔
鍼
旺
子
為
坐
士
榮
為
大
士

⑮
「
大
士
」
は
、
獄
訟
を
つ
か
さ
ど
る
官
で
あ
る
。
『
周
證
』
に
「
命

夫
・
命
婦
は
、
自
身
で
獄
訟
の
場
に
坐
す
る
こ
と
は
し
な
い
〔
代

理
を
だ
す
〕
」
と
あ
る
〔
小
司
寇
〕
。
元
咀
の
場
合
も
、
そ
の
君
〔
衛

侯
〕
と
射
坐
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
か
ら
、
鍼
旺
子
を
主
〔
衛
侯

の
代
理
〕
と
し
、
ま
た
、
衛
の
忠
臣
〔
宵
武
子
〕
及
び
獄
官
〔
士

榮
〕
に
、
元
咀
を
糾
問
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
偲
に
「
王
叔
の
宰
と

伯
輿
の
大
夫
と
が
、
王
庭
で
獄
訟
の
場
に
坐
し
た
」
と
あ
っ
て
、

（
王
叔
と
伯
輿
と
は
）
そ
れ
ぞ
れ
、
自
身
で
は
し
て
い
な
い
〔
襄

公
十
年
〕
。
お
そ
ら
く
、
今
の
、
長
吏
〔
上
役
〕
に
罪
が
あ
れ
ば
、

ま
ず
吏
卒
〔
部
下
〕
を
と
り
し
ら
べ
る
、
と
い
う
（
の
と
同
じ
）

趣
旨
で
あ
ろ
う
。

附
注
の
「
大
士
治
獄
官
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
周
燈
』
秋
官
司
寇

の
序
官
の
注
に
「
士
察
也
主
察
獄
訟
之
事
者
」
と
あ
る
の
を

参
照
。
ま
た
、
『
孟
子
』
告
子
下
「
管
夷
吾
畢
於
士
」
の
趙
注
に

「
士
獄
官
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、
爺

槌
『
茶
香
室
鰹
説
』
に
「
廊
大
士
典
為
輔
廊
坐
一
律
皆
嘗
時
所

為
非
畢
其
平
日
之
官
也
」
と
あ
る
。

注
の
「
周
證
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
『
周
證
』
小
司
寇
の
営
該
の

文
の
注
に
「
廊
治
獄
吏
褻
尊
者
也
射
身
也
不
身
坐
者
必

使
其
脳
若
子
弟
也
喪
服
傭
曰
命
夫
者
其
男
子
之
為
大
夫
者

命
婦
者
其
婦
人
之
為
大
夫
之
妻
者
春
秋
偲
曰
衛
侯
典
元

咀
訟
宵
武
子
為
輔
鍼
厳
子
為
坐
士
榮
為
大
理
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

注
の
「
故
使
叔
鍼
旺
子
為
主
」
の
「
叔
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、

術
文
と
み
な
す
。

注
の
「
傭
曰
云
云
」
に
つ
い
て
は
、
嘗
該
の
偲
文
の
注
に
「
周
證

命
夫
命
婦
不
射
坐
獄
訟
故
使
宰
典
脳
大
夫
射
争
曲
直
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
衛
侯
不
勝

⑮
三
子
は
、
言
葉
に
窮
し
た
〔
言
い
ま
か
さ
れ
た
〕
の
で
あ
る
。

附
隠
公
二
年
の
公
羊
傭
文
に
「
僻
窮
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
殺
士
榮
別
鍼
旺
子
謂
宵
裔
忠
而
免
之
執
衛
侯
蹄
之
干
京
師

直
諸
深
室

⑮
「
深
室
」
と
は
、
別
に
囚
室
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
宵
子
職
納
棄
館
焉

⑮
宵
裔
は
、
君
が
暗
く
て
せ
ま
い
所
に
お
し
こ
め
ら
れ
た
か
ら
、
自

ら
（
願
い
出
て
）
衣
食
（
の
差
入
れ
）
を
お
の
れ
の
職
務
と
し
た

の
で
あ
る
。
「
棄
」
は
、
衣
服
を
い
れ
る
襄
〔
ふ
く
ろ
〕
で
あ
る
。

「
瞳
」
は
、
歴
〔
か
ゆ
〕
で
あ
る
。
宵
子
が
は
な
は
だ
忠
で
思
慮

深
か
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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附
注
の
「
棄
衣
襄
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
大
雅
〈
公
劉
〉

干
襄
」
の
毛
偲
に
「
小
曰
棄
大
曰
襄
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま

た
、
『
説
文
』
に
「
棄
領
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
館
康
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
説
文
』
に
「
館
艇
也
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
昭
公
七
年
の
偲
文
に
「
値
於
是
限

於
是
以
糊
余
口
」
と
あ
り
、
注
に
「
館
翠
糊
岡
」
と
あ
る
。

注
の
「
言
其
忠
至
所
慮
者
深
」
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
の
偲
文

に
「
晉
侯
使
瞥
術
耽
衛
侯
宵
裔
貨
瞥
使
薄
其
耽
不
死
」
と

あ
り
、
注
に
「
宵
裔
視
衛
侯
衣
食
故
得
知
之
」
と
あ
る
の
を
参

照。な
お
、
異
説
と
し
て
、
顧
炎
武
『
左
偲
杜
解
補
正
』
に
「
蓋
以
饒

寵
棄
中
正
義
云
稟
以
盛
衣
亦
可
盛
食
宣
二
年
偲
為
箪

食
典
肉
直
諸
稟
以
典
之
是
也
」
と
あ
り
、
ま
た
、
安
井
衡
『
左

偲
輯
繹
』
に
「
此
為
三
十
年
宵
徹
貨
瞥
使
薄
其
耽
張
本
嘗
依
宣

二
年
偲
為
職
納
食
杜
分
棄
饒
為
衣
食
於
文
不
詞
孔
引

偲
而
不
言
杜
非
疏
家
之
常
耳
」
と
あ
る
。

圃
元
咀
蹄
干
衛
立
公
子
瑕

⑮
「
瑕
」
と
は
、
公
子
適
を
い
う
。

附
三
十
年
の
偲
文
に
「
周
冶
殺
元
咀
及
子
邁
子
儀
」
と
あ
る
。

圃
是
會
也
晉
侯
召
王
以
諸
侯
見
且
使
王
狩

R
晉
侯
は
、
お
お
い
に
諸
侯
を
集
め
、
天
子
に
尊
事
し
て
、
（
臣
と

し
て
の
）
名
分
を
は
た
そ
う
と
し
た
が
、
強
大
に
み
え
る
こ
と
を

は
ば
か
っ
て
、
周
に
朝
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
王
を
説
得
し
て
、
（
周

か
ら
）
出
て
狩
を
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
（
結

局
は
）
墓
臣
の
證
を
つ
く
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
い
づ
れ

も
み
な
、
「
謀
略
を
用
い
て
、
正
道
に
よ
ら
な
い
」
〔
『
論
語
』
憲

問
〕
と
い
う
事
（
の
例
）
で
あ
る
。

附
注
の
「
盤
臣
之
證
」
の
「
露
」
は
、
あ
る
い
は
、
「
君
」
の
誤
り

か
も
知
れ
な
い
〔
？
〕
。
ち
な
み
に
、
疏
に
は
「
君
臣
之
證
」
と

あ
る
。

圃
仲
尼
曰
以
臣
召
君
不
可
以
訓
故
書
曰
天
王
狩
干
河
陽
言

非
其
地
也

⑮
天
王
が
自
主
的
に
狩
を
し
た
が
、
土
地
を
ま
ち
が
え
た
か
ら
、
書

い
た
、
か
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
時
）
河
陽
は
、
宵

は
す
で
に
晉
に
厨
し
て
お
り
、
王
が
狩
を
す
べ
き
土
地
で
は
な
か

った。

附
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
天
子
諸
侯
田
狼
皆
於
其
封
内
不
越

圃
而
取
諸
人
河
陽
賓
以
隠
晉
非
王
狩
所
故
言
非
其
地
」
と

あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
注
の
「
河
陽
質
以
岡
晉
」
に
つ
い
て
は
、

二
十
五
年
の
偲
文
に
「
戊
午
晉
侯
朝
王
（
中
略
）
典
之
陽
奨
温
原

横
茅
之
田
」
と
あ
る
。

圃
且
明
徳
也

⑮
君
を
よ
び
よ
せ
た
過
ち
を
か
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
晉
の
功
徳
を

(132) 



2677 

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
河
陽
の
狩
〔
こ
こ
〕
と
趙

盾
の
試
君
〔
宣
公
二
年
〕
と
泄
冶
の
罪
〔
宣
公
九
年
〕
と
に
つ
い

て
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
凡
例
を
嬰
え
て
〔
嬰
例
を
た
て
て
〕
大

義
を
示
し
て
い
る
が
、
（
そ
れ
が
）
危
う
く
疑
わ
し
い
も
の
で
あ

る
か
ら
、
特
に
仲
尼
を
稲
し
て
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

附
上
の
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
且
明
徳
也
義
在
隠
其
召
君
之
閾
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
宣
公
二
年
「
秋
九
月
乙
丑
晉
趙
盾
試

其
君
夷
皐
」
の
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
経
書
趙
盾
試
君
而
偲

云
霰
公
不
君
又
以
明
於
例
此
試
宜
稲
君
也
試
非
趙
盾
而
鰹

不
嬰
文
者
以
示
良
史
之
意
深
責
執
政
之
臣
傭
故
特
見
仲
尼

曰
越
覚
乃
免
明
盾
亦
應
受
罪
也
雖
原
其
本
心
而
春
秋
不

赦
其
罪
蓋
為
教
之
遠
防
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
宣
公
九

年
「
陳
殺
其
大
夫
洩
冶
」
の
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
陳
霰
公
宣

淫
惇
徳
乱
倫
志
同
禽
獣
非
盛
言
所
救
洩
冶
進
無
匡
滑
遠

策
退
不
危
行
言
孫
安
昏
胤
之
朝
慕
匹
夫
之
直
忘
蓬
氏
可

巻
之
徳
死
而
無
盆
故
鰹
同
罪
賤
之
文
偲
特
稲
仲
尼
以
明
之

忠
為
令
徳
非
其
人
猶
不
可
況
不
令
乎
此
其
義
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
序
に
「
其
殺
凡
以
言
例
皆
親
國
之
常

制
周
公
之
垂
法
史
書
之
倍
章
仲
尼
従
而
脩
之
以
成
一
鰹

之
通
髄
（
中
略
）
諸
稲
書
不
書
先
書
故
書
不
言
不
稲
書
曰
之
類

皆
所
以
起
新
晉
獲
大
義
謂
之
雙
例
」
と
あ
る
。

圃
壬
申
公
朝
干
王
所

⑮
衛
侯
を
執
え
た
こ
と
が
、
経
で
は
王
に
朝
し
た
こ
と
の
下
に
あ
る

の
に
、
博
で
上
に
あ
る
の
は
、
執
え
た
こ
と
を
赴
告
す
る
の
が
お

く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

圃
丁
丑
諸
侯
園
許

⑮
(
「
丁
丑
」
は
）
十
月
十
五
日
で
あ
る
。
日
が
あ
っ
て
月
が
な
い

の
で
あ
る
。

附
上
の
経
「
壬
申
公
朝
干
王
所
」
の
注
に
「
壬
申
十
月
十
日
有

日
而
無
月
史
閥
文
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
侯
有
疾
曹
伯
之
竪
侯
獨
貨
箆
史

⑮
「
竪
」
は
、
（
小
事
を
）
内
外
に
通
達
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る

者
で
あ
る
。
「
史
」
は
、
晉
の
史
で
あ
る
。

鑓
一
十
四
年
の
偲
文
「
初
晉
侯
之
竪
頭
須
守
蔵
者
也
」
の
注
に
「
竪

左
右
小
吏
」
と
あ
り
、
昭
公
四
年
の
傭
文
「
遂
使
為
竪
」
の
注

に
「
竪
小
臣
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
周
證
』
内
竪

に
「
内
竪
掌
内
外
之
通
令
凡
小
事
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
使
曰
以
曹
為
解

⑮
曹
を
滅
し
た
こ
と
を
（
病
氣
の
）
理
由
に
し
た
の
で
あ
る
。

附
『
後
漢
書
』
祭
遵
傭
に
「
陳
器
不
欲
漢
兵
上
隈
僻
説
解
故
」
と

あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
晉
書
』
陳
額
偲
に
「
参
佐
橡
屑
多
設

解
故
以
避
事
任
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
齊
桓
公
為
會
而
封
異
姓

⑮
邪
・
衛
を
封
じ
た
。
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附
元
年
に
「
齊
師
宋
師
曹
師
城
邪
」
と
あ
り
、
二
年
に
「
春
王
正
月

城
楚
丘
（
注
楚
丘
衛
邑
）
」
と
あ
る
。

圃
今
君
為
會
而
滅
同
姓
曹
叔
振
鐸
文
之
昭
也

⑮
「
叔
振
鐸
」
は
‘
曹
の
始
め
て
封
ぜ
ら
れ
た
君
で
、
文
王
の
子
で

あ
る
。

附
『
史
記
』
管
察
世
家
に
「
曹
叔
振
鐸
者
周
武
王
弟
也
武
王
已

克
殷
討
封
叔
振
鐸
於
曹
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
先
君
唐
叔
武
之
穆
也
且
合
諸
侯
而
滅
兄
弟
非
證
也
典
衛

偕
命

⑮
内
々
に
曹
・
衛
を
も
と
に
も
ど
す
こ
と
を
許
し
た
〔
上
の
博
文
〕

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
而
不
典
偕
復
非
信
也
同
罪
異
罰
非
刑
也

⑮
衛
の
方
は
と
う
に
も
ど
さ
れ
た
、
か
ら
で
あ
る
。

附
上
の
偲
文
に
「
六
月
晉
人
復
衛
侯
」
と
あ
る
。

圃
證
以
行
義
信
以
守
嘘
刑
以
正
邪
舎
此
三
者
君
将
若
之
何

公
説
復
曹
伯
遂
會
諸
侯
干
許
晉
侯
作
三
行
以
禦
秋
荀

林
父
将
中
行
屠
撃
将
右
行
先
蔑
誇
左
行

⑮
晉
は
、
上
・
中
・
下
の
三
軍
を
設
置
し
て
い
た
が
、
今
こ
こ
で
、
さ

ら
に
三
行
を
増
置
し
て
、
天
子
の
「
六
軍
」
と
い
う
名
稲
を
避
け

た
の
で
あ
る
。
三
行
に
佐
が
い
な
い
の
は
、
多
分
、
（
卿
で
は
な

く
て
）
大
夫
が
賠
帥
だ
っ
た
、
か
ら
で
あ
ろ
う
。

附
注
の
「
晉
置
上
中
下
三
軍
」
に
つ
い
て
は
、
旺
公
十
六
年
の
博
文

に
「
王
使
琥
公
命
曲
沃
伯
以
一
軍
為
晉
侯
」
と
あ
り
、
関
公
元
年

の
博
文
に
「
晉
侯
作
二
軍
」
と
あ
り
、
偕
公
二
十
七
年
の
偲
文
に

「
作
―
二
軍
」
と
あ
る
。

注
の
「
今
復
増
置
三
行
」
に
つ
い
て
。
十
年
の
偲
文
に
「
左
行
共

華
右
行
買
華
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
偲
の
「
作
三
行
」
の

「
三
」
は
、
三
つ
で
は
な
く
て
、
三
番
目
〔
つ
ま
り
中
行
〕
の
意

に
解
せ
ら
れ
る
が
、
注
の
「
三
」
は
、
文
脈
か
ら
し
て
、
三
つ
の

意
の
よ
う
で
あ
る
〔
？
〕
。

注
の
「
以
辟
天
子
六
軍
之
名
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
晉
世
家

「
於
是
晉
始
作
三
行
」
の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰
辟
天
子
六
軍

故
謂
之
三
行
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
三
十
一
年
の
偲
文

に
「
作
五
軍
以
禦
秋
」
と
あ
り
、
成
公
三
年
の
偲
文
に
「
十
二
月

甲
戌
晉
作
六
軍
（
注
為
六
軍
僭
王
也
）
」
と
あ
る
。
ま
た
、

襄
公
十
四
年
の
偲
文
に
「
周
廊
六
軍
」
と
あ
る
。

注
の
「
三
行
無
佐
疑
大
夫
帥
」
に
つ
い
て
は
、
異
説
と
し
て
、

『
史
記
』
晉
世
家
「
荀
林
父
将
中
行
先
穀
将
右
行
先
蔑
将
左

行
」
の
〈
索
隠
〉
に
「
握
左
偲
荀
林
父
並
是
卿
而
云
大
夫
帥

者
非
也
不
置
佐
者
嘗
避
天
子
也
或
新
置
三
行
官
未
備

耳
」
と
あ
る
。
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